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第３回定例会議事日程（第４号） 

 

第１ 一般質問 

  中里純人君 

   １．川内原発再稼働について 

    （１）再稼働のスケジュールはどのような状況か。 

    （２）30キロ圏内の自治体の意見を聞くよう国県へ要請すべきではないか。 

    （３）規制委員会の審査で安全性は確保されたという認識か伺う。 

    （４）安全かどうかの判断はどこが責任を持って行うべきか伺う。 

    （５）避難計画の課題と国からの支援について伺う。 

    （６）県による避難計画の改善ができるまでは再稼働の判断を待つべきと考えるが、見

解を伺う。 

    （７）市民の意向をどのようにとらえているか。 

   ２．教育行政について 

    （１）全国学力・学習状況調査について 

      ①調査結果と公表について伺う。 

      ②今後の対策について伺う。 

    （２）スリーアップ作戦の成果と課題について伺う。 

    （３）串木野高等学校の存続について 

      ①第１回進路希望調査結果について伺う。 

      ②支援補助金について伺う。 

  田中和矢君 

   １．川内原発の再稼働について 

    いちき串木野市民の生命、財産、生活を守ることが、市長・行政・議員に託されている。

先日、原子力規制委員会が基準の適合性を審査、「合格」として、年内にも再稼働と言

われるが、市長の見解を伺う。 

   ２．お年寄りの生活支援について 

    高齢者や一人暮らしのお年寄りに買い物で不自由されている方が多くおられる。車での

買い物も出来ず、近くに商店がない現状がある。この様な方に対する移動販売等への支

援について伺う。 

   ３．外灯設置について 

    夜間、安心して通行できる適度な明るさを確保するための外灯設置について伺う。 

   ４．ラジオの受信状況について 

    ＮＨＫ、民放、ＦＭのラジオに雑音が入り、はっきりと聴き取れない地域がかなりある。

この解消について伺う。 

  福田清宏君 

   １．ともしびグループについて 

    （１）ともしびグループの結成時期とその目的について伺う。 
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    （２）在宅福祉アドバイザーとの関わりについて伺う。 

   ２．公共下水道事業について 

    （１）いちき串木野市公共下水道事業の進捗状況について伺う。 

    （２）いちき串木野市公共下水道全体計画見直しについて伺う。 

   ３．野平地区の土地区画整理事業等について 

    （１）麓土地区画整理事業の進捗状況について伺う。 

    （２）野平地区の土地区画整理事業の策定について伺う。 

   ４．学校規模適正化検討委員会の提言書について 

    （１）学校規模適正化検討委員会の提言書の公表について伺う。 

    （２）提言内容に基づき、教育委員会が協議し推進している事案について伺う。 

   ５．ＪＲの電車(車両)について 

    （１）通勤通学時間帯に運行されている窓際に座席がある電車(車輌)について、ＪＲと

協議したことはないか伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第４号（９月１１日）（木曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消 防 長  深 山 龍 朗 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   まちづくり防災課長  久木野 親 志 君 

教 育 長  有 村   孝 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   福 祉 課 長  東   浩 二 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   学 校 教 育 課 長  有 馬 勝 広 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   土 木 課 長  平 石 英 明 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君   都 市 計 画 課 長  田 代 茂 穂 君 

市 来 支 所 長  逆瀬川   正 君   上 下 水 道 課 長  浜 涯 三喜義 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成26年９月11日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、中里純人議員の発言を許します。 

   ［12番中里純人君登壇］ 

○12番（中里純人君） おはようございます。私は、

さきに通告いたしました２件について質問いたしま

す。 

 まず、川内原発再稼働についてであります。 

 原子力規制委員会は、昨日九電より申請のあった

１、２号機の新規制基準による安全審査について、

原子炉の設計変更を許可しました。 

 規制委員会の田中俊一委員長は、記者会見におい

て、「新規制基準は世界最高レベルだが、これをク

リアしたからといって安全を保障するものではない。

再稼働させるかどうかは、電力会社と住民、政府で

判断される」と。また、「避難計画作成は規制委員

会の仕事ではない。自治体で検討し、本当に住民の

方が安心できるような計画をつくっていただきた

い」と述べました。 

 再稼働の責任は、制度上は九州電力ですが、政府

は規制委員会による合格をもって再稼働を判断する

と言い、伊藤知事は、再稼働の必要性について国の

責任を求めています。誰が安全性に責任を持ち、再

稼働の判断をするのでしょうか。避難計画に対しま

しては、市民の皆様の不安視する声や、市民の半数

を超える署名が寄せられ、本市議会も、６月最終本

会議で、市民の生命を守る実効性のある避難計画の

確立を求める意見書を全会一致で可決しました。避

難計画を自治体任せにすることに不満の声が上がっ

ています。実効性の担保はどうなるのでしょうか。 

 そこで、以下数点について伺います。 

 原子力規制委員会は、九電より申請のあった新規

制基準による安全審査に適合していると結論づけた

審査書を決定しました。今後、九電の追加書類提出

を含めて再稼働の是非の判断が先に延びるような状

況が報道されていますが、当局とされては、今後の

再稼働についてのスケジュールはどのような状況と

認識しているのか。 

 以上でここでの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。中里

純人議員の御質問にお答えをいたします。 

 川内原発の再稼働に関するスケジュールについて

であります。 

 川内原発に関しましては、７月16日に新規制基準

に基づく審査書案が了承され、８月15日までに意見

募集が行われました。昨日９月10日、審査書が決定

し、許可がなされました。今後必要となる九州電力

による工事計画認可や保安規定認可の補正申請書類

の提出が９月末以降とも見込まれ、再稼働にかかる

スケジュールは見通せていない状況であります。 

 県による原子力規制庁が説明する地元説明会も10

月に開催されることになっており、市といたしまし

ては、引き続き継続される審査も含め、その動向を

注視している段階にあります。 

○12番（中里純人君） 共同通信社が行った再稼働

に対して同意する自治体の範囲についてのアンケー

トによりますと、30キロ圏外の12市町のうち、半数

が圏外も含めるように答え、「県と薩摩川内市だけ

でよい」は１自治体だけでした。また、毎日新聞で

は、30キロ圏内の９市町では、本市と出水市、姶良

市の３市が30キロ圏内の市町を加えるように回答し、

立地自治体のみが３、その他の回答が３となってい

ます。 

 南日本新聞社のアンケートでは、本市だけが「30

キロ圏内の意見を聞くべき」と回答しています。こ

のアンケート結果からすると、県内の自治体の長は

薩摩川内市と県知事での同意判断に対して、ほかの

自治体の意見も聞いてほしいとの意見が多いようで

す。私もそのとおりと思います。以前から申し上げ

ていますとおり、川内原発から距離的にも風向きで
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も一番影響を受けるのは、薩摩川内市ではなく我が

いちき串木野市です。意見を述べる権利があります。 

 田畑市長は、準立地市の首長としてリーダーシッ

プを発揮されて、多くの意見が反映されるように県

へ呼びかけるべきではないでしょうか。また、国へ

は、30キロ圏内の自治体の意見を聞くことを再稼働

の要件にするように、法整備などを含め要請するべ

きではないかと思いますがどうでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 周辺自治体の意見について

でありますが、福島の事故を踏まえますと、影響は

決して立地自治体に限らず、それゆえに防災の区域

も拡大されたところであり、再稼働には周辺自治体

の意見も踏まえるべきであると考えておりますが、

現状規制委員会による安全審査後の手続においては、

現状として同意の手続、地元の範囲というのが明確

ではございません。 

 しかしながら、中里議員がお述べになられました

とおり、本市は原発から最短5.4キロメートルと原

発に非常に近接していることから、当然に市民の皆

さんの理解が重要であると思っており、予定される

地元説明会などを経た上で、市民の代表であられる

議会の御意向を踏まえながら、同意の権限の有無に

かかわらず、市としての必要な意見は申し上げたい

と考えております。 

○12番（中里純人君） 福島の事故を受けましてか

ら、90キロ圏内の自治体に避難計画が義務づけられ

たわけでございます。当然県内の９市町は意見を述

べるべきであります。市長は、意見は述べるという

ことですが、ぜひ他の自治体の長にも働きかけて、

国・県への要請をされるよう要望いたします。 

 次に、市長は、再稼働についての見解で、「規制

委員会において安全性が厳格に審査され、国の責任

で地元へ説明がなされ、市民の意見、意向が十分に

反映されることが重要である」と述べられています

が、先ほども言いましたように、規制委員会の田中

俊一委員長は、記者会見におきまして「基準は世界

最高レベルだから、これをクリアしたからといって

安全を保障するものではない。新規制基準の適合性

だけの審査をした」と述べています。 

 市長は、規制委員会での審査で安全が確保された

という認識かどうか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 審査と安全性についてであ

りますが、新規制基準自体が福島第一原発の事故の

反省や国際的な基準、知見を踏まえて、規制委員会

において検討、策定されたものであり、これに基づ

いて基準値振動や基準津波を見直すなど、厳正に審

査が行われてきた結果、一定の安全性は確認された

ものと捉えております。 

 しかしながら、審査は引き続き行われるものであ

り、また、基準についてもこれで終了ということで

はなく、新たな知見等に迅速に対応するなど、今後

も安全性の向上に最善かつ最大の努力を尽くしてい

ただきたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 安全かどうかの判断につき

ましては、現在の構図は、国、県、薩摩川内市、そ

して電気事業者である九州電力がその判断を回避し、

責任を持とうとしていません。田畑市長は、安全か

どうかの判断はどのような手続で、どこが責任を持

って行うべきと考えておられるのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 安全性の判断についてのお

尋ねであります。 

 原発の安全性につきましては、一つには、電力事

業者が安全性、信頼性向上への取り組みを継続的に

進めて、安全確保に万全を期していく責任があると

考えております。そして、安全の確保について、一

元的につかさどる機関として発足したのが原子力規

制委員会であります。知見ある最高の機関だと捉え

ております。 

 独立した機関として機能を十分に発揮し、専門的

知見に基づいて、厳格な審査により安全性について

責任を持って判断していただくとともに、地元に対

し責任ある十分な説明がなされることが肝要だと考

えております。 

○12番（中里純人君） 九電と規制委員会が責任を

持つべきであるということの答弁でございましたが、

６月の18日から20日までの三日間開催されました避

難計画の説明会や、市内15会場での市政報告会では、

市民の皆様方からはどのような意見があったのか。

また、その意見を反映した計画の見直しがあったの

か、実効性にはどのような課題があるのか伺います。 
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○市長（田畑誠一君） 避難計画の課題についてで

ありますが、説明会等におきましては、陸海空と申

しますか、を使った海上での避難とか、あるいはま

た飛行機とか、そういった話も出ました。避難手段

の多様化、複合災害等を踏まえた避難経路の複数化、

住宅の避難行動、要配慮者対策、風向き等による避

難先の確保などについて意見が述べられたところで

あります。 

 これらの対応策として、ＪＲ九州への災害時にお

ける在来線活用に関する要望書の提出をはじめ、職

員による避難経路等の点検、見直し、在宅の寝たき

り者等の個別避難計画の作成に取り組んでいるとこ

ろであります。県においても、医療機関、福祉施設

などの避難先の受け入れに関する情報等を登録する

システムを整備し、緊急時の迅速な避難先の調整に

役立てることとしております。これからも、説明会

等で出された意見を踏まえ、国や県との調整、受け

入れ自治体とも連携を図りながら、さらに実効性の

ある避難計画になるように努めてまいります。 

○12番（中里純人君） 昨日の同僚議員の質問でも、

要援護者や風向きなどさまざまな課題があり、解決

には時間がかかるようです。本市の担当課をはじめ

職員の皆様も一生懸命取り組んでおられますが、や

るだけやってできないことはできないと国に伝えて

もいいのではないかと思います。30キロ圏内の旧市

町に対して、ＮＨＫによるアンケートがあったよう

ですが、本市は国に対してどのような支援を求めら

れているのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 説明会等の要望等を踏まえ

ながら、国への支援の要望としては、医療施設の機

密性の向上など、防護措置に係る設備の強化をはじ

め、在宅の寝たきり者に対する交通手段の確保、ス

クリーニングの場所の選定、確保及び除染に係る汚

染水の処理のあり方、防護資材等に係る経費補助な

どについて、今後も支援を求めていくこととしてお

ります。 

○12番（中里純人君） 去る３日の報道で、国は避

難計画の充実に向けた取り組みを支援するため、県

と薩摩川内市へ５名の職員を派遣するとのことで、

先日本市へも来られたようですが、本市をはじめ30

キロ圏内の市町へはどのような支援があるのか明ら

かにされたいのであります。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 今、議員

仰せのとおり、内閣府のほうから５名ほど鹿児島県

のほうに出向されております。昨日も、実はお二人

お見えになりまして、私どもと事務レベルで打ち合

わせをしたところです。 

 その中で、これまで直接、私どもも国に言う機会

がなかなか直接的にはなかったわけですが、今回は

国の方と直接話をする中で、この避難計画で未調整

といいますか、今、市長がるる述べられました課題

等について、私どもの率直な意見を述べさせていた

だきました。今後国に対応してもらいたいこともこ

の中にありますということで、十分国のほうでも協

議していただきたい旨を昨日も述べたところであり

ます。 

○12番（中里純人君） さきの第２回定例会の最終

本会議で議決されました市民の生命を守る実効性の

ある避難計画の確立を求める意見書は、本市議会の

意思であります。これは、当然市長とされても尊重

されると思いますが、そうであれば、県が要援護者

の避難計画の改善ができるまでは当然再稼働の判断

はないと考えますが、どうか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 避難計画と再稼働について

であります。 

 再稼働と避難計画は、原発の安全性に係る手続と

しては必ずしも一体となった体系にはなっておりま

せんが、避難計画は、原発の安全対策と並行して充

実強化を図っていかなければならないものであると

考えております。６月の３回の市民説明会のほか、

８月にかけての各地区の市政報告会を通じ、避難計

画の説明を行い、さまざまな御意見をいただきまし

た。避難計画については、原発の再稼働にかかわら

ず必要なものであり、引き続き県などの関係機関と

調整を図りながら、不断の見直しにより整える努力

を続けていきたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 過酷事故への対応でありま

すので、再稼働と避難計画は切り離すべきではあり

ません。再稼働は待つべきだと思います。 

 次に、市長は何らかの意見は述べるとの答弁でし
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たが、市政報告会をはじめ市民の皆様とお話しする

機会を通して、市民の皆様の再稼働に対する意見は

どのようだったのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） ６月の説明会のほか、各地

区の市政報告会を通して、避難計画の説明では、要

援護者の避難体制、複合災害の想定など、避難につ

いて不安視される御意見のほか、福島の事故が完全

に収束していない状況の中、原発の安全性自体につ

いて不安を持っていらっしゃる方々が多くおられる

と受けとめております。 

 再稼働については、安全性の確保が大前提であり、

まずは、原子力規制委員会が引き続き厳格な審査を

行うとともに、国が責任を持ってきちんと説明をし

て、住民の理解が得られることが重要だと考えてお

ります。 

○12番（中里純人君） 私は、26年第１回の定例会

の一般質問で、住民アンケートの結果をもって再稼

働の意思表示を行ったらどうかと提案しましたが、

アンケート調査のお考えはないとのこと、緊急署名

の会によります避難計画がない中での再稼働に反対

する署名が市民の半数を集めたわけですが、住民の

意見をしっかりと酌み取ることが必要です。実際に

被害を受ける可能性がある市民の声を尊重しなけれ

ばならないと思います。 

 市長は、原発にかわる代替エネルギーが確立する

までは再稼働は必要とのお考えでしたが、さっき述

べられました市民の皆様の意見を伺う中で、お考え

に変わりはないのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 私は、原子力発電というの

は、いつも申し上げておりますが、国のエネルギー

政策の一環として位置づけられていると思っており

ます。それは、安定的な供給であるとか、あるいは

環境に配慮するとか、あるいは市民生活の上にどの

ように影響があるかとか、あらゆる角度から判断さ

れるものであると思っております。 

 そういった中で、原子力発電は、これまでも申し

上げておりますとおり、これから極力でき得る限り

原子力発電を減らしていく、なくしていく。したが

ってもちろん３号機増設などは反対であります。そ

ういう道を国は進むべきであるというふうに思いま

す。私どももそのことを受けまして、議会の皆さん

と一緒になって代替エネルギーとして早速風力発電

の民間の導入をいたしました。あの風力発電だけで

一般家庭の皆様の１万所帯を受け持つことができる

わけであります。 

 また、全国に先駆けるような形で、これも議会の

皆さん方と協議し、御同意をいただいて、中核工業

団地の、規模は小さいけどメガソーラーの設置をい

たしました。これは全国でも非常に画期的なことで

あって、環境維新の町として高く評価をされている

ようです。 

 したがいまして、今回原発に関する国の指定もい

ろいろ受けておりますけれども、これからもそうい

った方向で極力、もうでき得る限り１日も早く原発

ゼロの社会を目指して代替エネルギーの建設にこれ

からも努力をすべきだというふうに考えております。 

○12番（中里純人君） 先日、新聞のコラムにドイ

ツの取り組みを紹介してありました。 

 ドイツでは、技術大国である日本の原発事故を深

刻に受けとめ、古い原発の廃炉や22年までの完全撤

退が法制化されました。日本ほど自然条件に恵まれ

ていないので、代替電源が困難で、結果として電気

代が上がりました。しかし、住民からは方針を撤回

しようという声は上がりませんでした。汚染のリス

クから環境を守り、次世代へ譲るという住民の意思

は強く、現在、一時的に経済的な不利益をこうむっ

ても長期的に利益を守るという国民の人生哲学があ

るそうです。 

 我が国でも、放射性廃棄物の最終処分もままなら

ない中、再稼働によりこれ以上の廃棄物を増やさな

いようにしなくてはなりません。私たちも、目先の

経済的な利益に捉われず、子供や孫の世代に負の遺

産を先送りしないように、ただいま紹介しましたド

イツの取り組みを見習いたいものです。 

 このことについて見解があれば、伺って終わりま

す。 

○市長（田畑誠一君） 今、中里議員が申されまし

たとおり、私たちの使命は、子や孫、未来へ送る、

今の自然環境というものを送るというのが私たちの

使命だと思います。したがいまして、今もお述べに
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なられましたようなお考えで、私もそれは同じであ

ります。できるだけそういう社会をつくっていきた

い、代替エネルギーをどんどん増やしていきたい、

それを目指すべきだということは全く同感でありま

す。 

○12番（中里純人君） 次の質問に移ります。 

 教育行政についてであります。 

 一番目に、全国学力学習状況調査についてであり

ます。 

 学力テストの調査結果が公表されました。報道に

よりますと、学力の底上げが進み、格差が縮小傾向

にあるようです。本市は、国や県と比較してどうか、

特徴的なことについても明らかにされたいのであり

ます。 

○教育長（有村 孝君） 全国学力学習状況調査の

結果についてでございますが、この調査は小学校６

年生と中学校３年生に対して、国語、算数・数学の

２教科で実施しておりまして、主として知識・技能

に関するＡという問題、それから主として知識・技

能を活用して解く問題、これをＢといいますが、Ｂ

問題が出題されております。今年は４月22日に全国

で一斉に実施されまして、８月の下旬、８月25日だ

ったと思いますが、文科省のほうから、県、市町村、

あるいは各学校へその結果が公表されたという状況

でございます。 

 平成26年度の本市の平均正答率をお答えいたした

いと思います。小学校６年の国語Ａという問題です

が、72.6％、平均正答率でございます。国語Ｂは

55.5％といずれも県平均とほぼ同じでした。算数Ａ

は80.8％で県平均を上回っております。また、算数

Ｂは55.6％で県平均とほぼ同じでございました。小

学校全体を見ますと、算数、国語、Ａ、Ｂいずれも

県平均並びにそれ以上の結果が出ております。 

 中学校３年生の国語Ａは77.3％でございます。国

語Ｂは47.6％で、いずれも県平均をやや下回りまし

た。数学Ａは65.9％、数学Ｂは58.4％で、県平均と

ほぼ同じでございました。まとめますと、中学校の

ほうは国語Ａ、Ｂともに県平均をやや下回り、数学

Ａ、Ｂは県平均並みという結果でございました。 

 特徴としましては、小学校、中学校一緒でござい

ますが、国語及び算数・数学ともにＡ問題と比較し

て知識技能を活用して解く問題Ｂでございますが、

Ｂ問題に課題があると言えます。 

 以上です。 

○12番（中里純人君） 学校別の調査結果は公表し

てよいとなりました。以前は、点数を重視する余り、

成績の悪い生徒を欠席させたり、教師が答えを指摘

して問題になりました。問題の反復や以前の問題を

解かせるなどテスト対策を行っている学校もあるよ

うですが、学校の序列化や過度の競争につながるこ

とが危惧されています。 

 今後、公表はどうされるのか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 結果の公表についてでご

ざいますが、県教育委員会は10月上旬に県全体の調

査結果分析を公表する予定でございます。市教育委

員会といたしましては、県の公表の後、市の平均正

答率、先ほど発表いたしましたが、これと学習状況

調査の分析結果、今後の取り組みについて11月に発

行する市の広報紙において公表する予定でございま

す。これは、昨年度も同じように公表いたしており

ます。 

 各学校には、先ほど申しましたが、８月26日に文

科省から結果が送付されてきております。今後、各

学校においても同じように公表がなされていくと思

います。なお、市の公表に際しましては、学校名を

明らかにした公表は計画をいたしておりません。 

 以上でございます。 

○12番（中里純人君） 学校名の公表はしないとい

うことでございますが、川勝静岡県知事の実施要領

に違反した公表が問題になっています。昨年に引き

続き国語の成績が全国平均を上回った小学校の校長

名と市町別の小学校の各科目の平均正答率を一覧に

して公表しました。この知事による公表について、

どのような見解か伺います。 

○教育長（有村 孝君） 新聞で報道されましたけ

れども、県知事さんが、平均正答率を上回ったとこ

ろの学校長名、学校名を公表したということでござ

いますが、大変遺憾なことだなと思っております。

この全国学習学力調査、あるいは学習状況調査は学

力の一面、国語と算数・数学、２教科を知識・技能
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の理解度、あるいはそれを活用した問題Ｂというこ

とで検査をしているわけでありますので、学力の一

部分といいましょうか、一面といいましょうか、そ

ういうところの評価でございます。また、よく言わ

れておりますように、学校規模において、小規模校

等におきましては、本当に数値の上下幅が、非常に

幅が広うございます。ですから、単に平均正答率で

ございますので、その学校が学力があるとかないと

か、そういうことは一概には言えないのではなかろ

うかなという見解を持っております。 

○12番（中里純人君） 来年４月からの教育委員会

制度の改正で首長の権限が強くなり、民意を理由に

公表の流れが加速するのではと懸念されているよう

でございます。 

 よく調べてみますと、全国学力学習調査の実施目

的は、長いですけど、義務教育の機会均等とその水

準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力

や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題

を検証し、その改善を図るとともに、学校における

児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に

役立てる。さらに、そのような取り組みを通じて、

教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する

とあります。 

 つまり、本市の児童生徒の実態を踏まえ、指導の

改善にするためにあるわけです。私からしますと、

結果を公表するとかしないとかいう次元の話ではな

くて、真摯に結果を分析し、それをどう活かすかと

いうことに主眼を置くべきと考えます。そのような

観点からしますと、本市の児童生徒の学力について

どのように分析されて、次年度の教育施策にどのよ

うに活かしていかれるのか伺います。 

○教育長（有村 孝君） まさに学力調査、あるい

は学習状況調査の活かし方というのは、今、中里議

員がおっしゃるとおりだと思います。今後、どう子

供たちの学力向上に活かしていくか、あるいは学習

状況の向上に活かしていくかと、ここにかかってい

るんじゃなかろうかなと思います。 

 調査結果につきましては、児童生徒への教育指導

の充実、あるいは学習状況の改善等に十分に役立て

るようにしてまいりたいと思っております。 

 特に、先ほど申しましたように、活用力に課題が、

つまりＢ問題の正答率に課題が見られましたので、

活用力をさらに伸ばす必要があります。 

 そこで、具体的には、本市で進めております、学

力アップとして毎時間のわかる授業の工夫改善を進

めます。特に、学習の目当てを示し、子供にしっか

り考えさせる、調べる、まとめる、発表する、意見

交換をするという１時間の流れでございますが、こ

れの徹底。学習のまとめをしっかり行うなど、毎時

間のわかる授業を徹底して、基礎基本はもちろんで

すが、活用力の向上に努力したいと考えております。 

 学力向上には、授業の改善も大切でございますが、

一方、家庭の役割が大きいと思います。まだ今年の

学習状況調査の結果は分析しておりませんが、つま

り、授業を受ける準備をしっかり家庭にしてもらう

ということが大切ではなかろうかなと思います。も

ちろん学校も、事前に、教材研究をはじめ、教職員

が一丸となってわかる授業、楽しい授業の展開をす

るための準備をする必要があります。 

 したがいまして、生活習慣や学習環境に関します

調査も分析いたしまして、基本的な望ましい生活習

慣や家庭学習のあり方等を検討して、学力向上策に

活かしてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○12番（中里純人君） さらには、学力向上のため

に資する教育条件の整備はどうあるべきか、必要な

ものはないのか、市当局への教育委員会からの要望、

要請はないものか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 教育条件の整備について

でございますが、教育条件では、これまでにも学習

指導に使用する教材等を整備してきております。こ

れからは、学力向上に関してＩＣＴ環境が重要であ

ると考えております。現在、各学校には児童生徒用

パソコンを整備して、調べ学習等に活用しておりま

す。今後は、わかる授業を充実するために、写真や

映像等を映す現在設置のものより大型のディスプレ

イ、デジタル教科書等が必要ではと検討していると

ころでございます。 

 人的な配置としましては、学習障害がある児童生

徒等に個別に対応する特別支援教育支援員、また児
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童生徒の生活環境について改善を働きかけるスクー

ルソーシャルワーカーの拡充が、確かな学力を中心

とした生きる力、あるいは生き抜く力の育成に必要

ではないかと考えております。 

○12番（中里純人君） 次に、スリーアップ作戦の

成果と課題について伺います。 

 本市では、合併翌年度の平成18年をいちき串木野

市教育元年と位置づけ、学力、思いやり、体力・気

力のスリーアップ作戦を始めて、教育の充実に取り

組んできました。当初は、計画、実践、評価、改善

のＰＤＣＡサイクルを確立し、学校が、教育課程の

編成等に当たり、３年の期間サイクルであることか

ら、達成率につきましては80％以上を目標に設定し

てあります。 

 平成20年度に推進計画が作成されましたが、まず、

平成22年策定のいちき串木野市教育振興基本計画に

おけるスリーアップ作戦をどのように位置づけてい

るのか、思いやりアップ、体力・気力アップには触

れられていないことから伺います。 

○教育長（有村 孝君） 市教育スリーアップ作戦

と教育基本振興計画との関連についてでございます。 

 平成22年度から26年度までの第１期計画では、確

かな学力の定着の中で学力アップ推進計画を明記し

ております。しかし、思いやりアップ、体力・気力

アップについては、その言葉自体は記されておりま

せんけれども、思いやりアップでは道徳教育の充実

や生徒指導の充実、体験活動の充実等が該当してお

ります。体力記録アップでは、体力、運動能力の向

上、健康教育の充実、食育の推進が主なものになり、

細かな細目の中には入っております。 

 以上でございます。 

○12番（中里純人君） スリーアップ作戦の策定か

ら６年になりますが、作戦の成果と課題については

どのようか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 市教育委員会が進めてお

りますスリーアップ作戦の成果と課題についてでご

ざいます。 

 学力アップでは、事業の充実に努力してまいりま

した。教職員研修も外部講師を招聘して充実してき

ていると捉えております。課題は、家庭と連携した

学習習慣の確立です。各学校による５段階評価でい

いますと、市全体の学校の平均で、５段階評価で

3.8でございました。パーセントに直しますと76％

と。 

 思いやりアップでは、平均二十五、六年度の道徳

教育総合支援事業により、心の教育が充実し、挨拶

やボランティア活動に少しずつ成果が見られており

ます。課題は、不登校への対応です。市域全体の評

価では3.6でございました。 

 体力・気力アップでは、学校における体育の授業

の充実に取り組んでまいりました。現在、縄跳び、

一輪車などの１校１運動が充実してきております。

課題は、運動に進んで取り組む児童生徒とそうでな

い生徒への対応です。つまり、二極化が進んでいる

と捉えております。市域全体の評価は3.5でござい

ました。５段階評価でございますので３というのは

できましたと。４というのはよくできました、５は

大変よくできましたという意味で捉えますと、４に

近いわけですので、できました、よくできましたの

ちょっと手前ということが言えるんじゃなかろうか

なと捉えております。 

○12番（中里純人君） 重点施策で、学力アップ作

戦の推進として研究授業を積極的に取り入れられて

おられるようですが、どのような学科で行って、ど

のような成果があったのか伺います。 

○学校教育課長（有馬勝広君） お答えいたします。 

 研究授業につきましては、小中学校ともに実施し

ておりますが、それぞれの学校におきましては中心

となる教科等で研究するものが定まっております。

その中で、例えば、算数科を中心に研究を進めてい

る学校は算数科の研究授業が大変多くなります。ま

た、道徳を研究している学校では道徳が中心になる

ところでございます。 

 そのように、各教科ごとに学校の重点が決まって

おりまして、その研究授業を計画的に進めているわ

けでございます。ただし、教職員の研修としまして

は、最初の初任者のときの授業、そして６年目を経

験したころのまた研修、そして10年目を超えたとき

の研修というのがございまして、そういうときには、

教科、道徳等も行っております。また、中学校にお



 
- 105 - 

きましては、授業力向上セミナーというのがござい

まして、各教科の全ての教員が授業をするというこ

とでございまして、指導主事もその研究事業に参加

して、各教科で研究授業を行っております。 

 成果としましては、昨日の御質問にもございまし

たが、教育の成果は教職員の資質にあるということ

でございますので、教師の指導力向上ということで、

少しずつわかる授業の展開というのがなされてきて

いるというふうに思っております。今後とも研究事

業を中心とした教職員研修に努力してまいりたいと

思います。 

 以上でございます。 

○12番（中里純人君） ただいまの答弁では、研究

授業は教職員の資質向上のためにあるというような

答弁でございましたが、児童生徒についてどのよう

な成果が上がったのかというのをお聞きしているん

です。 

○学校教育課長（有馬勝広君） 教職員の資質向上

イコール子供たちへのわかる授業ということになり

ますので、本日の授業の目当てに即して、教師の、

例えば質問の仕方とか、あるいは国語であれば教材

文のわかりやすい写真とか文章を拡大して示すとか、

そういう教師側の指導上の工夫ということを改善し

てまいりますので、その結果子供たちがわかったと、

わかりやすいということの成果が出てきております。 

 また、教師のほうの指導力としましては、子供を

見取って、そして個別の指導をしていくということ

でございますので、例えば学習のつまずきのある子

供さんには学習の中で適切な助言、ヒント等を与え

て、正しい理解に結びつくようにしているというこ

とでございますので、そういう意味からも教職員の

資質向上ということから、子供の学力等を含めた生

きる力の向上に効果があるというふうに思っている

ところでございます。 

 以上です。 

○12番（中里純人君） 重点施策の思いやりアップ

の中で、以下２点について伺います。 

 私は平成18年の第３回定例議会で、学校図書基準

に基づく蔵書数について質問しましたが、標準冊数

を達成しているのは小学校４、中学校１という状況

でした。合併直前にそれぞれの市町の方針で廃棄し

ていて図書が不足している状況もあるとの答弁でし

た。その後、８年ほど経過している現在、学校図書

は充実しているのか、貸し出し率や読書量はどうな

のか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 学校図書館における学校

図書整備状況でございますが、小学校の蔵書率が

110％、中学校の蔵書率は73.6％となっております。

小中学校平均では94％の蔵書率ということが言えま

す。読書量につきましては、平成25年度の調査によ

りますと、１カ月当たり小学生は一人22.3冊、県平

均は23.4冊でございます。中学生は一人4.3冊、県

平均が5.7冊となっておりまして、いずれも県平均

を下回っているという状況でございます。 

○12番（中里純人君） ただいま小中学校の平均に

ついては答弁いただいたわけですが、標準冊数を達

成している小中学校の校数というのはどのようにな

っているのか伺います。 

○学校教育課長（有馬勝広君） お答えいたします。 

 本年度６月時点での調査の結果をもとにしまして

御答弁いたします。小学校が５校標準冊数を超えて

おります。中学校につきましては100％を超えた学

校はございません。小学校５校、中学校はございま

せん。 

 以上です。 

○12番（中里純人君） 学校図書の充実ということ

でございますが、平成18年の答弁によりますと、充

実する方向で努力したいということでございますが、

現在の標準冊数の達成は小学校５、中学校ゼロ。先

ほど申しましたが平成18年が小学校４、中学校１と

いうことで、いずれも５校しか達成してないという

ことでございます。 

 資料をちょっと拝見したわけでございますが、達

成率が少ないのは西中で54％、多いのは串木野小で

166.2％です。なぜこのような差が生じるのか伺い

ます。 

 平成18年に質問した際には、図書廃棄の基準は６

校で設置していませんでしたが、1993年制定の学校

図書館図書廃棄基準に基づいて長期的な計画性を持

って廃棄していけば一定の数量で推移するのではな
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いかと考えますが、どうか伺います。 

○教育長（有村 孝君） この蔵書率を高めるため

に蔵書率が低い学校があるが、特別な理由というか、

全市的な御質問でございましたが、小中学校の学校

図書館蔵書の整備については、平成25年度から標準

冊数を達していない学校に対して図書購入費を増額

してきております。平成26年度は、平成24年度より

総額232万9,000円増額して、学校図書が充実するよ

うに対応しております。予算を増額したことから蔵

書率は向上してきつつあります。また、蔵書率達成

率が低い学校がありますが、これは西中の例が出ま

したけれども、校内において思い切った廃棄をした

結果、蔵書率が減少しております。西中の場合は特

に雨水が浸入しまして、そのための廃棄が相当数上

がりまして蔵書率が低くなっていると、そういう理

由でございます。 

 廃棄基準としましては、古くなってきたり利用頻

度が減ってきたりした図書が廃棄となりますが、新

規購入と廃棄のバランスを十分考慮するように各学

校には指導、指示しているところでございます。 

 以上でございます。 

○12番（中里純人君） 西中の54％については、雨

水で思い切って廃棄したということでございますが、

生冠中にしても66.5％であります。先ほど申しまし

たように、計画性を持って廃棄していけば一遍に廃

棄して充足率が不足するようなことはないのではな

いかということを先ほど質問したわけでございます。

そういうシステムはできているのですか。 

○教委総務課長（臼井喜宣君） 学校図書の図書購

入にかかわる予算の配分の仕方でございますけれど

も、現在の教育委員会総務課で学校の図書費を配分

している方法といたしましては、通常の予算の各学

校配分と新たに蔵書を強化するための枠分の配分を

違えております。均等に割り振った中から蔵書率が

低い、蔵書率が届いていない部分についての学校に

対して、より追加分のところで厚く予算配分をいた

しているところであります。 

 ただ、そのような格好にいたしますと、100％を

超している学校については新規の図書がなかなか購

入しにくいというところも出てまいりますので、そ

こら辺については、先ほど言いましたところの届い

ていない学校については、極力廃棄をしないように、

要するに数さえあればいいというものではないわけ

です。新しい図書も入れていかなきゃいけないとい

う部分もございますので、そこら辺についての指導

もいたしております。ただ、我々の図書購入の予算

のほかに、実は婦人会のほうが、バザーの益金、か

れこれで御寄附をいただいている部分もございます。

それから、祭りの、例えば新酒まつりあたりで出店

業者からの図書寄贈分がございます。そこら辺を小

学校、中学校の図書のほうに充てていただくという

ようなことでの手配もいたしているところでありま

す。 

 廃棄の基準と申しますのは、今のところ26年たっ

たらさすがにちょっともたないという部分がありま

す。それと、廃棄をやむを得ないなというのは、い

ろいろなスポーツ関係のルールが変更になったよう

な図書、これはいつまでも置いておきますと、間違

ったルールで子供たちが覚えていくというようなこ

ともございますので、そういうような、中身がどう

しても今の競技スポーツのルール等に合わないとい

うような書籍につきましては、先ほど言いました26

年というような期間は外しての廃棄を認めていると

ころであります。 

 以上のような格好で、図書の廃棄といいましても、

いろいろな基準が、その書物によりまして事情が出

てまいりますので、一概に年限で処理するというこ

ともできない部分があるということを御承知おきい

ただければというふうに思っております。終わりま

す。 

○12番（中里純人君） 図書の廃棄についてはなか

なか難しい部分があるようでございますが、ちょっ

と資料を持ってきていないんですけど、先ほど申し

ました学校図書館図書廃棄基準というのをちょっと

見たんですが、統計が古くなったものはもう学習に

も使えないということで、更新するとか、白書とか

郷土史はとっておくとかいろんな基準が設けており

ますので、ちょっと資料を持ってくればよかったん

ですが、そのようなことを踏まえて、平成26年は廃

棄の基準をそのようにおっしゃいましたけど、もう
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一回見直していただけたらと思っております。 

 ちょっと図書館に行きまして司書の方にお話をい

ろいろ伺ったわけですが、調べ学習の図鑑が必要で

あるが、どの学校でも教科の進み具合で利用する時

期が一緒となり、市立図書館からの貸し出しでは対

応できないとか、国語の教科書で推薦してある本を

１年から６年までそろえると約50万円かかる。教科

書が変わると新たにそろえなくてはならない。百科

事典は１冊が6,800円もするが、シリーズで20冊ほ

どそろえないといけない。本来は市費でそろえるの

が当然であるが、読み物はＰＴＡの図書費で購入し

ている。子供の読みやすい本を購入することで読書

率を上げたいが、消費税増税で図書購入に影響があ

る。と、図書費が足りないと訴えていらっしゃいま

した。先ほどの資料を拝見して、図書標準に不足す

る本が小学校で2,923冊、中学校で１万213冊ありま

す。先ほど百科事典は6,800円すると言いましたが、

仮に１冊1,000円として換算しますと、1,313万

6,000円不足するということになります。図書費は、

小中合わせて平成25年が440万6,000円、平成26年は

473万5,000円です。廃棄を考えますと、とてもこの

金額で図書の充実は望めないのではないでしょうか。 

 増額について検討したらいかがかと思いますが、

どうでしょう。 

○教育長（有村 孝君） 学校図書館というのは、

今、議員がおっしゃるとおり、読書するという一面

と、それからもう一つは調査研究する、つまり調べ

学習に使う図書館と、この二つの機能をあわせ持つ

のが現代の小中学校、高等学校もですけれども、図

書館の機能じゃなかろうかなと思っております。御

指摘のとおり、24年度と比べますと図書購入も約倍

増していただいたんですけれども、なかなか蔵書率

が上がってこないという状況でございます。今後は、

学校のほうもまたそれなりに高額な本、あるいは読

み物、そういうのも計画的に、年次計画を立てて、

購入計画を立てているわけでございます。大体年度

ごとにほとんど同額に近いような予算を配分してお

りますので、もちろん増減はありますけれども、先

ほど説明があったようにありますが、そういう蔵書

計画をきちんと立っていただいて、また私どものほ

うとしましては、予算が増額できるように、今後、

また検討してまいりたいなと思っているところでご

ざいます。このことが、先ほど来ありますように学

力向上にも結びついていくわけでございますので、

大変大事な分野じゃなかろうかなと考えております。 

○12番（中里純人君） 次の質問に移ります。 

 全国学力学習状況調査の結果で指摘されています

ように、スマホや携帯でメールやゲームの使用をす

る時間が長いほど学力テストでの正答率が低くなっ

ています。本市での所有状況、それによるいじめや

犯罪の被害状況はどうか、ゲームやメールの返信無

視、ラインの既読無視などのトラブルを恐れて風呂

やトイレ、ベッドまで持ち込んでいるような依存症

と言われる生徒が多いと言われていますが、実態は

どのようか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 本市の児童生徒のスマー

トフォンや携帯電話の所持率でございますが、昨年

度の実態調査によりますと、本市の児童生徒のスマ

ートフォンを含む自分専用の携帯電話の所持率は、

小学校23.8％、中学校22.3％となっており、増加傾

向にあります。なお、小学校のほうが比率が高いと

いうのもちょっと不思議でございます。今、検討し

ているところでございますが、そのうち、家庭内ル

ールの設定率は小学校50.7％、中学校46.0％となっ

ております。家庭内ルールというのは、何時から何

時まで使いましょうとか、これ以外は使ったらいけ

ないとか、家庭内でそれぞれのルールを定めている、

取り決めを決めているということでございます。 

 本市におきましても、重大な事案は今のところ報

告されておりませんけれども、迷惑メールが増えた、

悪口や嫌なうわさを書き込まれた、自分の個人情報

や写真を勝手に流された、身に覚えのない料金請求

があった等の事例はございます。 

 インターネット利用につきましては、情報をいち

早く手軽に得ることができるメリットがある一方、

ただいま申しましたように、不適切な使い方をして

しまうと、被害者にも加害者にもなり得るというデ

メリットもございます。児童生徒への情報モラル教

育はもちろんですが、保護者に対してもフィルタリ

ング設定や家庭内ルールの設定について、各学校へ
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の指導を今後とも徹底してまいりたいと思っている

ところでございます。 

○12番（中里純人君） 今、小学校の所持率が高い

というようなことを答弁されましたが、小学校の保

護者の中には、携帯のＧＰＳ機能で子供の居場所が

確認できるので所持させているというようなお話も

聞きました。犯罪とかに巻き込まれた場合に、通話

記録とともに位置情報が非常に重要なわけでござい

ますので、保護者と十分協議して、これも有効に利

用できたらと思います。 

 次に、愛知県の刈谷市では、市内の全21校の小中

学校が保護者と連携して、必要のないスマホや携帯

電話を持たせない、有害サイトを閲覧制限する、フ

ィルタリングサービスを受ける、午後９時以降は親

が預かるなどを学校とＰＴＡの連名で各家庭に要請

しています。横浜市は、全一律の保護者向けに、家

族のいるところで使う、食事どきは使わない、夜９

時以降のメールはやめるというようなリーフレット

を配布しております。仙台市も、スマホや携帯電話

でメール、インターネットゲームなどをする時間が

長いほど成績が悪くなっているという東北大学の研

究者などの調査をもとに、１日１時間以内と呼びか

けています。 

 ただいま紹介しましたように、携帯の依存対策と

して午後９時以降の使用禁止を決めている自治体も

あるようですが、うまくつき合うためにも、フィル

タリングをはじめ、使用についてのルールづくりを

どのようにするのか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 先進県の事例も、今、お

話がありましたが、スマートフォンや携帯電話につ

いては、管理職研修会等を通して、各家庭において

家庭内ルールを定め、適切な利用がなされるように

指導しているところでございます。 

 本市のある中学校では、有害サイトに接続しない、

夜の９時以降は携帯電話、パソコン、ゲームを使わ

ない、メール、ブログで人の悪口を書かないなどの

指導事項をＰＴＡ等で共通理解して共通実践してい

る学校もございます。県教育委員会が発行いたして

おりますインターネットについてのリーフレットに

は、インターネットのトラブルから子供たちを守る

ために家庭内ルールを設定しましょうと大きな文字

で書かれております。また、夜一定の時刻を過ぎた

らインターネットを終わるという例も紹介されてお

ります。今後、これらも参考にしながら、情報モラ

ルに関する指導をさらに徹底してまいりたいと考え

ているところでございます。 

○12番（中里純人君） 保護者にも携帯依存が多い

のではないでしょうか。ルールづくりは親が見本を

示すことが肝要です。ＰＴＡや地域懇談会等でも取

り上げていただき、生活習慣が守られるよう要請し

ておきます。 

 次に、串木野高等学校存続についてでございます。 

 県教委による来年３月中学校卒業生の１回目の進

路希望調査によりますと、公立校67校のうち、49校

が定員割れし、串木野高等学校は80名定員に対して

30名でした。２クラス編成ができない状況が２年続

くと来年度は募集停止と言われていましたが、今回

の調査によりまして募集定員はどうなるのか非常に

危惧します。市民の間でも存続問題に関心が高まっ

てきています。串木野高校では、学校で努力をされ、

その成果をホームページ等でアピールされているこ

とは評価しながらも、行政として定員割れ存続問題

に対してどう対応されるかです。 

 市長は県ないし県教育委員会並びに同窓会等を含

めてどのような働きかけをされる考えか、私は魅力

ある学科等の再編やスポーツ指導者の招聘を含めて

早急にかつ大胆な提言も含めて働きかけをされるべ

きと考えますが、見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 串木野高校の課題について

であります。 

 公立高校に係る第１次進路希望調査結果の結果で、

串木野高等学校は定数80人に対して30人、市内25人、

市外５人という結果でありました。受験生たちは、

来春１月の出願に向けて受験先を決めていくことに

なります。これからの働きかけが大事でありますが、

ＯＢの皆様方もポスターやチラシを作成して配布し

て回っておられるなど、名門串木野高校復活に向け

て力強い支援をしておられます。また、先日は体育

祭がございました。例年に増して大変多くのＯＢの

方が参加され、しかもほとんど最後までおられたと
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いう大変うれしい話を伺いました。もちろん私も行

きましたが、そのようなことでＯＢの皆さん方もみ

んな一丸となって、串木野高校復活に向けて頑張っ

ておられます。また、市内中学の生徒、保護者に対

しましては、串木野高校が取り組んでいる動きの紹

介やさきの講演会等で示された地元高校に通うこと

のメリットなども強調した働きを行っております。 

 御承知のとおり、６月の11、12日だったと思いま

すが、串木野高等学校から東京大学に進まれて、そ

れこそ日本一の日比谷高校と言っていいと思います

が、５年間校長をなさって退隠されました久野先生

が、市内四つの中学校と高校で講演をしてください

ました。また、同じく７月の９日だったと思います

が、串木野高校から大阪府立大、現在一部上々でも

トップクラスのグンゼ株式会社の社長さんもお越し

をいただきました。児玉和さんという方ですね。社

員8,000人という今や大会社でありますが、その社

長さんも母校串木野中学校で講演をしていただいて、

随分子供たちの串木野高校に対する見方というのは

変わったんじゃないかと期待をしております。 

 市外の中学校に対しましては、串木野高等学校に

よる訪問活動を強化して、高校が独自に取り組んで

いる成果のＰＲ、新たに通学費補助も支援内容に加

わったことなどを全面に打ち出して勧誘を行おうと

働きかけてまいります。また、県教委への働きかけ

については、今、お述べになられましたとおり、魅

力ある学科とか、それからスポーツに特に秀でた先

生とか、そういうのは招くべきだというお話であり

ましたが、まさにそのとおりであります。串木野高

校存続に取り組んでいる熱意を強く訴えるとともに、

現串木野高校教職員において、新生串木野高校に向

けて確認され、努力されたことを今、始めておられ

ます、努力を。そういったことをしっかり、今後も、

異動等においても確実に引き継がれる、そういった

県教委への教職員の人材確保についても要請をして

まいります。 

 とにかく、いつも申し上げておりますが、高等学

校の存在というのは町の元気であります。そういっ

た思いで、市議会の皆さん方の御理解をいただいて、

恐らく全国で初めてだと思いますが、財政的な支援

補助を打ち立てておりますので、これをぜひ活用し

て、生徒が集まってくれることを期待しているとこ

ろであります。 

○12番（中里純人君） 今、少し触れられましたが、

支援補助金につきましては、６月議会の全員協議会

で市長より提案がありまして、国公立大学合格時の

入学補助金約28万円、模擬試験受験料補助金、英語、

漢字検定補助金は従来どおりとしまして、高校入学

準備金を一人２万円から５万円に、部活動応援補助

金を5,000円から１万円にアップし、土曜授業の講

師料、センター試験や大学受験料の１万円、市内通

学生に１万円から２万円、市外通学生は定期代の２

分の１補助を新設するというものでした。 

 昨年度が、12月の進路がほぼ決定した時点で支援

したことを踏まえまして、三者面談の前に提示した

いということから議会の同意を得たいということで

ございましたが、保護者の経済的負担を軽減してい

ただこうと支援することですが、今回の30名0.8倍

という数字から、保護者や学校関係者はこの支援策

をどのように評価されているのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） さきの公立高校に係る第１

次進路希望調査の結果、この数字にはその成果が余

り出ていないように思うんでありますが、ただ、来

春の１月に向けて出願、受験先を決めていくという

ことがこれから残っておりますので、期待をしてお

ります。 

 市民の皆さんの中で、市民の皆さん、この今の支

援策、急遽でしたけど、存亡の危機ということで議

会の皆さん方に御理解をいただきまして、６月にこ

ういったことを決めさせていただきました。まだ十

分浸透はしていないと思いますけれども、ＯＢの皆

さんの今動かれる姿、こういったことをとても、皆

さん方にかなり評価をしてもらっているんじゃない

かというふうに思っております。要は、これからこ

の成果があらわれることでありますから、また議会

の皆さん方と一緒に、串木野高校存続に向けてこれ

だけの支援策を打ち立てたんですから、前面に押し

出してこれからもそういった方向で進んでいきたい

というふうに考えております。 

○12番（中里純人君） 次に、支援補助金はいつま
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で続けるかということであります。 

 私は、この危機的状況を乗り切るための補助であ

りまして、市来農芸高校や神村学園の生徒との平等

性や、市税を他市からの通学生に補助することは不

平等であると考えることから、見直しの時期につい

ては考慮しておかねばならないと考えますが、いか

がでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） この、今、大変多額な補助

制度をおかげさまでつくっていただいたわけであり

ますが、これはもう、とにかくまずは存亡の危機に

かかっているということで、まずは串木野高校を救

おうやと、それだけの実績ある名門串木野高校じゃ

ないかということで、まず特化して支援をさせてい

ただきました。それがいつまでするのかということ

ですが、串木野高校が大学進学を希望する生徒に指

示、評価される時点を一つのめどとしております。 

 まず、差し当たって申し上げますと、したがいま

して、現在の１年生が受験で成果を上げるのは３年

後でありますので、少なくともこの３年間は続ける

必要があると思っております。串木野高校が、さっ

きから申し上げますとおり存亡の危機ということで

特化してやっておりますが、今、中里議員がお述べ

になったとおり、同じ県立高校、市来農芸高等学校、

また私立で頑張っている神村学園もあります。公の

お金をということに思いをいたせば、その辺も配慮

をしながら、串木野高校には１日も早く立ち直って

いただきたいというふうに期待をしているところで

あります。 

○12番（中里純人君） 先ほど市長も触れられまし

たが、私も串木野高校から体育祭の案内をいただき

まして、拝見しました。保護者席はもちろん同窓会

席もいっぱいの人でした。お聞きしますと、来賓や

卒業生を広く呼びかけるは初めての取り組みとのこ

とでございました。地元の高校を残そうという同窓

会の皆様のさらなる活動と、市民の皆様へは、串木

野高校は変わった、地域になくてはならない学校で

あると理解をいただき、志願者増へつながることを

望みます。 

 以上で全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、田中和矢議員の発

言を許します。 

   ［２番田中和矢君登壇］ 

○２番（田中和矢君） こんにちは。私は、昨年11

月の選挙で市議会議員になりまして、初めて一般質

問を行います。非常に緊張して、心臓もばくばくし

ておりますが、なれないことで非常にうまく表現で

きなかったりする面もあるかもしれませんが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 今日９月の９日は、福島第一原発が発生しまして、

悲惨な、過酷な事故がありましてから、ちょうど３

年６カ月になります。節目のいいときに一般質問が

できるなと思って喜んでおります。 

 さて、私たちのいちき串木野市の市長の田畑誠一

市長にお伺いしたいこと、本当は具体的に、箇条書

きにして市長にお示しして十分な検討をした上で回

答をしていただくのが筋であるかもしれませんが、

どうしても、今までずっと議会を、今回で４回目で

すが、お聞きしていまして、非常に完璧なすばらし

い回答をされますので、とても私ごときには市長に

鋭い質問もなかなかできないと思いまして、前に通

告いたしましたように、四つの質問を、抽象的に過

ぎるかもしれません。大変失礼かとは思いましたけ

れども、書かせていただきました。事前の聞き取り

で、市の職員の30名近くの方が、私にいろいろと、

具体的に言わないと市長も答弁に困るとおっしゃい

ました。それはもう重々わかっておりますが、先ほ

ど言ったようなわけで、この場で一つ一つお聞きし

て、市長の率直な御意見をお聞きしたいと思いまし

た。 

 まず、市民の生命財産生活を守ることが、市長、

行政、私たち議員に託されている最も重要で大事な

ことだと思います。先日、原子力規制委員会が基準

の適合性を審査いたしまして、合格として、今日の

新聞にも「川内原発「適合」再稼働の容認ではな

い」という南日本新聞の社説にもあります。このよ

うに、直前の中里議員も言われておりましたが、こ

の規制委員会の基準の適合性を審査したということ

であり、これは決して安全だと申し上げてはいない

ということをはっきりとおっしゃっておりました。

しかし、それは７月の発言でありました。きのうの
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発言では、心なしか、私だけかもしれませんが、下

をうつむいて、何か非常に後ろに圧力を感じている

ような、そのような言い方だったように思いますが、

安全だとは申し上げないということは、きのうの会

見でははっきりと申し上げられませんでした。 

 ところが、その苦しい立場での田中俊一委員長の

発言を、政府、それから九州電力、私どもの知事で

ある伊藤祐一郎知事は、規制委員会で安全性が認め

られたとの立場をとっており、そのようなニュアン

スで発言されておりました。国が安全性を保障し、

公開の場で住民説明を行い、理解を求める必要があ

るとおっしゃっておりますが、田畑市長にお伺いい

たします。 

 私が議員になり、４回の議会に出席しておりまし

て、いつも田畑市長は、市長の役目は市民の生命と

財産、それから生活を守ることだとはっきりと繰り

返しおっしゃっております。であるならば、直前に

再稼働されるかもしれない川内原発１、２号機の再

稼働について、市長はいちき串木野市の市長として、

最高責任者として具体的にどのように思っておられ

るのか。先日来、30キロ圏内のいちき串木野市の意

見を国や県も聞いてほしいと言及されております。

新聞、テレビ等でも盛んに聞いておりますが、抽象

的な言い方であって何を言いたいのか、いちき串木

野市の市長として何を訴えたいのかということは触

れておられません。ぜひ、今日のこの一般質問では

なるべく具体的に、市長に、大変な立場であられる

ことは十分私もわかっておりますが、具体的にお答

えしていただくようにお願いいたします。何を市や

県に要望したい、意見を言いたいのかをお答え願い

たいと思います。 

 壇上からの質問はこれで終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 田中和矢議員の御質問にお

答えをいたします。 

 福島原発の事故を契機としまして、私は、貴重な

人類に対する警鐘だと思いますし、大きな教訓と受

けとめて、今後は可能な限り原発を減らして、原発

ゼロの世界を目指すべきだというふうに思っており

ます、基本的に。そのためには、再生エネルギーの

普及に努めるべきであると思っておりますし、議会

の皆さん方と協議をしながら、私どもは全国にも先

駆けてというような形で言っても過言でないと思い

ますが、これまで民間による風力発電、事故後、あ

の風力発電で一般家庭の皆様方の１万所帯の電力を

受け持つことができます。それからまた、規模は小

さいですけど、市内企業と連携した出資による工業

団地への太陽光発電の設置促進につきましても議会

の皆さんの同意をいただいて、これも全国で非常に

注目をされておるところであります。 

 環境維新の町として、そういったことで、今回、

総務省のほうから、補助事業として、分散型エネル

ギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定に

も採択をいただきまして、2,000万円の事業補助を

いただいております。これも実は、全国でわずか13

カ所であります。その一つとして、本市は指定を受

けたということであります。 

 私は、一方で、このエネルギー政策というのは、

これはもう、とりもなおさず国の政策だと私は思っ

ております。国が、国民に対して国民生活の向上を

目指して、また産業経済の発展を目指して、安定的

に電力を供給できるのか、環境の面はどうなのか、

負担の面はどうなのか、安全保障面ではどうなのか

ということを重点的に国のほうでお考えになって、

エネルギー政策は進めるべきだというふうに思って

おります。 

 したがいまして、将来はしかし、１日も早く原発

ゼロの世界を目指して、鋭意代替エネルギーの確保

に、国民を挙げて取り組むべきだと私は考えており

ます。 

○２番（田中和矢君） 非常にこの原子力発電とい

うのは、国策で、大事なことで、いちき串木野市と

してはいかんともしがたい面があることは理解でき

ます。しかし、それは福島第一原発の悲惨な、過酷

な事故がある前におっしゃるのならば私もそのとお

りだと、このようなことは申し上げるつもりはあり

ませんが、３年半前にあのような悲惨な過酷な事故

があり、いまだに14万近くの方が避難できなくて、

いろいろな報道等でも苦しんで悩んでおられる。場

合によっては、みずから命を絶つという方も、報道
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ではされておりませんが、実際にはかなりたくさん

の人がいて。ただ、その原因が、これに直接的な原

因ではないということで数にカウントされてないと

いうだけであって、実際には相当な数の方がみずか

ら命を絶っておられたり、鬱になったり、非常に大

変な思いをされております。 

 これが原発の発電所から50キロも60キロも100キ

ロも離れている場所にいちき串木野市があるのなら

ばともかくも、このいちき串木野市の市役所でさえ

も15.3キロです。先ほどから何回も話に出ています

が、最短で5.4キロ、遠いところで23キロの中に２

万9,904人もの方が、世帯数でいうと１万3,560世帯

の方が住んでおられます。その方々が、私は今、ま

ちづくり防災課長をはじめ、市の職員の皆さんが大

変な思いをして、まちづくり防災課長に至っては、

昔からよく知っている方ですが、極端にうすくなっ

たりするぐらい、非常に苦労されているんだなと思

っております。非常に明るい方で、答弁にもにこに

こして答えておられますが、その心情は本当に苦し

いものがあるのではないかと思っております。 

 話は戻りまして、いちき串木野市が100キロ以上

も離れているところならばそういうことも言えると

思いますが、もし過酷事故が発生しますと、例えば

経済的な面でいいますと、二重ローンの問題も発生

します。今、現在１万3,500世帯の方で家を持って

おられる方、あるいはアパートや借家を持っておら

れる方、事業をなさっている方、全て自己資金でや

っておられる方はいらっしゃらないと思います。ほ

とんどが多額の借金を抱え、固定資産税を払いなが

らやっておられます。その中で、もし何かありまし

たら逃げます。何とか避難計画をつくって逃げられ

たとしても、二度とこのふるさと、いちき串木野市

には戻ってこられなくなるという状況は、もう私た

ちは経験しているではありませんか。 

 その際に、先ほどから、いろいろなテレビでもそ

うですが、責任の所在を言いますけれども、法的責

任の所在はどこにあるか僕もよくわかりませんが、

少なくともいちき串木野市の最高権限者、責任者、

言葉を崩して言えば、おやじである田畑誠一市長に

その責任はあります。あなたにあります。田畑誠一

市長にあります。その責任を負う覚悟がありやなし

やをお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 私は、市民の皆さん方の御

支援をいただいてこの立場をいただいております。

私の使命は、私ではなくてこの市長職というのは、

今、るるお述べになったとおり、市民の皆さん方の

生命、財産を守って、そして市民の皆さん方の豊か

な、この町に住んでよかったという、市民の皆さん

方にいかに満足度を与えるかというのが使命だと思

っております。 

 もう一つ大事なことは、それは、朝晩心がけるこ

とですが、もう一つ大事なことは、今おっしゃって

おられますように、将来にわたって本市のあるべき

姿、将来への構想ということ、政策というのを間違

ってはいけないと、そういう思いでおります。つま

り、言葉を変えて言いますと、市民の皆さん方の今

の幸せ、未来にわたる夢の構築というのが私の使命

だと思っております。 

○２番（田中和矢君） 市長が今おっしゃいました

が、先日の答弁でもおっしゃっています。生活環境

が整っているところに人が集まる。そのように、き

のう、誰かの質問にお答えになりました。そのよう

なまちづくりをしたい。しかし、もし一旦過酷事故

が発生いたしますと、いちき串木野市が食のまちと

いうことで、本当においしいつけ揚げ、かまぼこ、

それからうまい焼酎をつくっておりますが、これは

風評被害を助長するなと、風評被害を流布するなと

いうようなことを言われる向きもあるかもしれませ

んが、万が一何かありましたら、本当に１本も、１

枚も売れなくなると思います。やはり食のまちを言

うならば、我が町いちき串木野は本当に環境に最善

の努力をし、安心して食べていただける、日本中の

方々に、消費者に、いちき串木野の食べ物は安全で

すよと胸を張って、現在だけでなく将来も言えるよ

うにするためにも、まさに今、市長は将来のこと、

目先のことではないとおっしゃいますが、将来のこ

とを考えれば考えるほど、逆に私は思い切って田畑

市長が、自分の責任で国や県やいろいろな関係のと

ころにいちき串木野市はこういうまちづくりを目指

しているということで、１、２号機の再稼働は待っ
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てくれというように発言されたら日本中のすばらし

い市長、後世に名の残る、もっと砕けて言えばヒー

ローになれると思います。 

 それが、このままだと、ヒーローどころかいろい

ろな方が被害を受け、それは市長は稼働の責任者、

稼働を決める権限者ではないかもしれませんが、市

長の動き一つではとめられるかもしれません。私た

ちは、そのくらい真剣に思って、３号機増設の時代

から一生懸命やってまいりました。その当時、議会

では傍聴いたしましたが、傍聴している方を振り向

きながら「お前たちは電気は使ってないのか」とか、

「ヒラメは普通このぐらいだけど、原発の海の近く

ではこんなに太くなったぞ、いいだろう」というよ

うな方もおられました。もうこの世におられません

のでもうしようがありませんが、そういう発言をさ

れた議員の方もたくさんおられました。ヒラメ議員

とか悪口を言いましたけれども、それから「車は木

炭で動くのか」とか後ろを見ながら「黙れ」とか罵

声を浴びせられたこともありました。 

 そのようなこともあって、本当に私たちいちき串

木野市議会は、さきの署名の数でも１万5,655名の

方が署名されております。この議員のそれぞれの方、

支持者がおられると思うんですが、あの署名を一度

さらさらとでもいいですから、目を通していただき

たいと思います。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、意見は持論を

述べるのは結構ですが、質問を行ってください。 

○２番（田中和矢君） はい。それでは、済みませ

ん。質問という形で。 

 先ほど市長は、国民全体の願いは脱原発であると

おっしゃいましたが、その国民全体の願いを十分わ

かっておられる市長さんにお伺いしますが、そのた

めには、私たちいちき串木野市では、先ほどの風力

発電で１万世帯の電気を発電できるとおっしゃいま

した。これを都会地に送ることだけではなくて、い

ちき串木野市の市民に使えるような手だて、方策は

できないものでしょうか。 

○政策課長（田中和幸君） ただいま再生可能エネ

ルギーについての御質問かと思います。 

 いちき串木野市におきましては、風力発電、太陽

光発電、それとバイオマスも若干ございますが、そ

ういうのを入れまして、市内の電力使用量のおよそ

30％の割合が再生可能エネルギーの割合という形に

なっております。これは、かなり数値的には高い数

字だと思っております。ですので、仮にこれをよそ

の町にとなりますと、まだ市内の状況も賄えていな

い状況でございますので、そこまでの容量はないと。

ただし、率的には非常に高い率でございます。 

 といいますのが、原発のゼロシナリオのところで、

前民主党政権下で行われた数字があるんですが、こ

の中で、再生可能エネルギーの割合が原発をゼロと

したときに、35％ぐらいまでは持っていったら帳尻

が合うんじゃないかというような数字も示されてお

りますので、それに市内としては近いような数字、

30％ということでかなり率的には高い数値になって

いるかと思います。 

 以上です。 

○２番（田中和矢君） 将来の夢を語れる住んでみ

たい町にということも市長はかねがねよくおっしゃ

います。すばらしいポリシーだと思っております。

これも昨日の答弁の中にありましたが、学校がなく

なったら地域がしぼんでしまうと。主役は子供たち

である。これも昨日おっしゃいました。であるなら

ば、もし、全て原発に結びつけてしまってちょっと

申しわけないんですが、原発の事故がありましたら、

羽島地区の小学校、中学校、小中一貫の問題もあり

ましたけれども、それどころではなくなって、本当

に学校、地域もなくなってしまいます。 

 主役は子供たちであるとおっしゃるならば、その

子供たちを守れる力のあるのは、田畑誠一市長、あ

なたです。どうかこのことも考えて、自分の御意見

をしっかりと、あと何年市長職をされるかわかりま

せんが、最後の花道にこれを掲げて政策としてやっ

ていただきたいと希望いたしますが、その件につい

てはいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） きのうの学校の統廃合のと

きでも申し上げたんですが、やはり子供たちの笑顔、

明るい声、元気な姿が、学校の廃校によってなくな

れば、その地域はやっぱりしぼんでしまいますよね。

だから、私は子供たちが、そして保護者が、地域が
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望むのであれば、58年ぶりに国の教育制度の見直し

もありますけれども、私は守っていきたい。そして

それは、守るためには何といってもそれは子供たち

が主役ですというお話、きのう答弁をいたしました。

また、住みたくなる町として、それは自然であり、

環境であり、医療であり、福祉であり、それからこ

の町の情けであり、いろんなことを申し上げました

が、そういったあれで、これからもこの職にあるも

の、議員さん方も同じですけれども、それぞれのこ

の職にある者は、それはずっと永遠に、発展的に守

り続ける立場にあるというふうに私は考えておりま

す。 

○２番（田中和矢君） ６月議会では、市長はより

早くより遠くに逃げることだとおっしゃいました。

そのように誰かの質問に答弁されております。何か

オリンピックの標語みたいですが、より早くより遠

くに逃げることが肝要だとおっしゃいました。私は、

全ての発言をメモしております。 

 それで、避難計画のことを具体的に数字を挙げた

り、何時間かかるんだとかそういったことを聞くつ

もりは毛頭ありません。まちづくり防災課の課長も

お見えですのでお聞きしますが、避難計画書をつく

っていて久木野課長、何か、これはまちづくり防災

課長に指名して御質問できる、それはできないんで

すか。 

○議長（下迫田良信君） いや、質問は行ってくだ

さい。 

○２番（田中和矢君） よろしいんですね。それで

はお尋ねしますが、この避難計画を作成して、それ

こそ寝る間も惜しんでやられていると思いますが、

つくっていて自己嫌悪に陥るようなことはございま

せんかどうかお答えください。質問が悪ければ、非

常に悩ましいところがありましたらお答え願いたい

と思います。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） この避難

計画をつくるに当たりまして、福島以前は10キロ圏

内ということで、本市の、特に羽島地域の方々がこ

ちらの町のほうの避難で、これでオーケーという時

代でした。これが30キロ圏まで避難区域が拡大され

たと。そういう意味では、確かに以前は、本市でこ

の避難計画がし得た。それが今、他市に避難すると

いう意味では、確かに他市の協力とか国・県の指導

とかというのは仰がないとできない部分があります。

そういう意味では、議員がおっしゃった悩ましいと

いいますか、そういう意味では、本市だけでは解決

しない部分も課題といいますか、そういうのもある

のも事実です。 

 そういう意味では、確かにこれまでの10キロ圏内

の計画とはちょっと意味合いが違うなと、そういう

ことは感じて、今後また、そういう課題を解決して

いかなければならない。それがまた市民全体の安

心・安全につながるという思いで、こういう計画は

作成するつもりであります。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、通告に基づい

て市長に質問を行ってください。 

○２番（田中和矢君） では、市長にお尋ねいたし

ます。 

 10キロ圏内にゆくさ白浜という施設がありますが、

昨日の答弁で、ゆくさ白浜に入所の方、あるいはデ

イケアで来られる方は鹿児島市内の同程度の病院に

避難することとなっているという答弁がありました

が、ゆくさ白浜には私の家内の母親も入院しており

ました。もう亡くなっておりますが。それで、朝、

昼、夜となく時々見舞いとか様子を見に行きますと、

ゆくさ白浜は、夜間だと職員が、２階建てですが、

１階と２階に一人ずつしかおりません。そのお一人

で大変な苦労をなさりながら面倒を見ていてくれて

いたわけですが、夜間１名の体制で、いつ来るかわ

からないこういう過酷事故に備えるわけです。 

 果たして、昨日答弁されました鹿児島の病院に避

難することとなっているという発言は、私には無責

任に聞こえてしまうんですが、いかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 今、議員

おっしゃったように、10キロ圏内にあるゆくさ白浜

につきましては、既にこの７月ですか、６月ですか、

もう既に避難計画ができ上がっております。それに

よって事故時には対応するわけですが、今言われま

した夜間時における対応、当然連絡体制というのを

病院内の職員間でつくっておりますので、緊急時が

あればすぐ呼び出す、そういう一つの体制というの
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が避難計画の一部であります。 

 それに基づいて職員は動く、そして支援すべきは

支援する。外部、市とか県とか、そういう機関が支

援する、そういう中で避難計画ができておりますの

で、そういう意味で、仮に、夜に何かしらの原発の

トラブルというか、事故が発生いたしましても、そ

ういう意味で、計画に基づいた対応をしていけると

いうふうに一応考えております。 

○２番（田中和矢君） それから、今、10キロ圏内

のゆくさの話をされましたが、私たち当市の10キロ

以遠23キロまでの施設にかなりの、私はもう数とか

人数とかお聞きしません、そういった問題は全然聞

く気はありませんので、大局的なお話をさせていた

だきたいと思いますが、23キロまでのかなりの数の

入所者、そういった方々の、市長は昨日要配慮者と

いう言葉をお使いになり、要援護者ではなくて要配

慮者と優しい市長の一面を感じさせたようなお言葉

を使われておりましたが、そういったところの方々

は、車いすの方、あるいは寝たきりの方は一人では

とてもどうすることもできません。寝たきりの方は

恐らく３人から４人の人員が必要だと思いますが、

そういう対応もとれないと現実的には思いますので

余り避難計画のことについて、聞き取りのときも申

し上げましたように、具体的なことは言うつもりは

ありません。今も言いませんが、そのような事実が

あります。 

 それと、先日ある会でお年寄りの人たちの会に出

ましたら、何人もの方がおっしゃいました。もう知

事さんも市長さんも議会の人たちも、我々年寄りは

用済みだから死ねということだろうなと。その方は、

その会には何とか歩いて、76歳の方でしたが、歩い

て来られていましたが、２階でありましたが、その

２階に上がってくるのがようやくで、実際私はどの

くらいの程度の不自由さかと思って帰りにちょっと

見てみましたら、階段を全部で20段ぐらい、踊り場

もあって、それをおりるのに五、六分かかっており

られました。それでもやっぱりそういった会に来て

意見を言いたいと。そういう方の避難はどのように

するお考えなんでしょうか。市長さんにお伺いいた

します。 

○市長（田畑誠一君） 在宅の要援護者、介護者と

でもいいますか、それからまた高齢者の方々、体の

御不自由な方、そういった方々の避難対策というの

が非常に大事であります。在宅の要配慮者は、計画

では、家族または近所の方の自家用車に乗り合わせ

て避難をすることを基本にしていただきたいという

計画を立てております。 

 自家用車による避難が難しいときは、地域の方々

の支援によりバス避難集合場所に参集して、バス等

による避難をお願いをしたいという計画を立ててお

ります。災害時は、ここが大事ですけれども、共助

の取り組みが、今おっしゃいましたとおり非常に重

要だと思います。市でも災害時要援護者台帳の整備

を進めており、民生委員、自治公民館を通して支援

者を選定してもらい、地域ぐるみでの支援をお願い

しているところであります。 

 また、寝たきりなどの災害時要支援者につきまし

ては、個別避難計画の作成に取り組んでいるところ

でありまして、国や県の協力のもと、福祉車両、救

急車両及び自衛隊の車両などを活用し、搬送する計

画としております。ただ、いずれにいたしましても、

今、田中議員が先ほどから懸念しておられますよう

に、避難計画はつくっております。ただ、実際は非

常に混雑をするだろうとか、課題がいっぱいありま

す。これからこういった課題を、こういった御意見

を聞きながら、一つずつ実効あるものにしていかな

きゃいけない。それにはやっぱり、何といいまして

も、共助、公助という精神が、自助はもちろんです

けれども、大事だと思っております。 

○２番（田中和矢君） 今、具体的に車のことをお

っしゃいましたが、もう既にチェルノブイリの原発

事故で、三日間だけの荷物を持ってとりあえずバス

に乗りなさいと、当時37年前ですか、逃げたそうで

す。これは私も現場を見ていたわけじゃないですが、

ドキュメンタリーとかでよく見聞きするわけです。

三日間だけの荷物、本当にパンツ１枚とタオルと歯

ブラシと持って、肌着、着がえを１枚ぐらい持って

乗った。ところが何十年も帰れない、これが原発事

故の悲惨さだと思います。 

 既に何回となく私たちは経験しているわけですか
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ら、この経験を無にしないように、何とか逃げたり

しないでいいように、安定ヨウ素剤の問題等もあり

ますが、安定ヨウ素剤を飲まなくても済むように、

いちき串木野市の市長として、田畑誠一市長、どう

か１、２号機の再稼働を一歩踏み込んでとめていた

だくような活動をやっていただきたいと思います。 

 バスのことですが、これも先日の佐賀県のバス協

会のニュースで流れておりましたが、佐賀県のバス

協会では、運転手さんは汚染される可能性のところ

には行きたくもないし、私は行かないと答えていま

した、何人もの方が。それから、その経営者であり、

バス協会の常務の方は、私も汚染されたくないし、

経営者としても従業員を危険な目に遭わせたくない

ので行かせたくないし、行きたくないですと、同じ

ような回答でした。 

 先日の田畑市長の同僚議員の答弁には、県のバス

協会に鋭意協力を要請中であるというようなお話も

されましたが、この佐賀県のバス協会の方々の発言

を聞いて、どのようにお考えでしょうか。これが１

点。 

 時間もないですので、最後に。これも田畑市長が

昨日おっしゃっていました。これは土砂災害のとき

に答えておられたと思うんですが、ふだんの危機意

識を持つことが最も肝要であると。危険は身の隣に

ある。身というのは身体ということでよかったんだ

ろうと思うんですね、身体の身で。危険は身の隣に

あるとおっしゃいました。これはまさに、僕は言い

得て妙だなと思って聞いておりましたが、危険はま

さに私どもの隣の川内原発１、２号機にあると私は

受け取りました。 

 それと、釜石の奇跡という話も昨日されました。

この釜石の奇跡は確かに犠牲者が少なくてすばらし

い避難をされましたが、これは津波だったからこそ、

より早く、より遠く、より高く、先ほど言われまし

たより早くより遠くに逃げるというそのとおりの行

動をされた結果、被害者が少なかったわけですけれ

ども、これは津波だからこそ逃げれば逃れることが

できるわけです。しかし、私、あるいは１万6,000

人もの市民が心配している原発の過酷事故が起これ

ば、放射能です。放射能は目にも見えない、匂いも

しない、そういった厄介な代物ですので、これから

逃げることは不可能です。先日私は総務委員会で視

察に行きましたが、それでも私は、本来は20キロ圏

内の当市の状況のところに行きたかったんですけれ

ども、諸事情で60キロぐらい離れた市に行きました。

60キロ離れているその市役所の説明を受けた視察に

行った場所でも、除染活動をいまだにやっておりま

した。３年半経ったいまだに除染活動をやり、テレ

ビでよく見る黒い布、あれに番号を振ってあって、

あちこちに積んでありました。そして、係員が説明

しておりましたが、15歳以下の子供は５メートル以

内に近寄ってはいけませんということでした。 

 そういう状況が発生する可能性がありますので、

危険は身の隣にあると、まさに先見の明のある田畑

市長がおっしゃっていましたが、その辺を考えまし

ても、何とかいちき串木野市はほかの市とは違う、

こういう将来を見通したことをやっているんだとい

うことを、ぜひ市長が行動、発言でやっていただい

て、私たち市民を守ってください、助けてください。

それをやらなければ、あなた、田畑市長に責任が生

じます。責めを負われます。どうかそのことをお願

いしまして、今の質問に答えていただいたところで、

１番目の質問を終わらせていただきます。ありがと

うございます。 

○市長（田畑誠一君） 私も実は、佐賀県のバスの

運転手さんたちの、唐津市だったと思います、たし

か。私もずっと見ておりました。だから事ほどさよ

うに、誰でも自分にふりかかれば、本当に深刻な問

題だなと、お気の毒だなという思いをしながら私も

見ておりました。 

 そういった心情を私たちは配慮しながら、その場

所のほうもいろいろなところにお願いをしておりま

すけれども、そういった思いをしながら協力要請を

しなければいけないというふうにテレビを見て思う

ことでありました。全く同感であります。 

 先ほどからお述べになっておりますように、とに

かく市民の今の幸せを守らなくてはいけない、そし

て将来につながるまちづくりの政策を打ち出して、

議会の皆さんと一緒に責任を持ってその目標に向か

ってその夢を実現すべく邁進しなければいけないと
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いうふうに思っております。私はいつも思うんです

けど、やっぱり夢が大事であって、その前に目標を

持つことですけれども、夢は描いて努力をしたら、

必ず多くのスポーツ選手なんかが必ず言いますね、

小学校６年のとき思ったと。テニスの選手になろう

と思った、錦織選手ですか、世界一のプレーヤーに

なろうと思った、チャンピオンになろうと思ったと、

本当にその舞台に立てたと。小学校６年のときです

かね。やはり夢を描くというとは非常に大事だと思

います。そして、夢を描いて努力をして、夢を食べ

る、そしてまた次の夢を描くこと、これが私は人生、

社会全体に課せられたルールだと思っております。 

 先ほどからいろいろ高邁な御意見を賜っておりま

すが、ぜひそのような方向に一緒になって頑張って

いきたいというふうに思っております。 

○議長（下迫田良信君） ここで昼食のため休憩い

たします。 

             休憩 午後０時03分 

             ───────── 

             再開 午後１時14分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 引き続き、田中議員、質問を行ってください。 

○２番（田中和矢君） ２番目の質問をいたします。 

 お年寄りの生活支援についてということですが、

御多分に漏れず、いちき串木野市も高齢化が進み、

お年寄りが楽しくというか、住んでいかれる状況が

だんだんだんだん薄れていくような感じがいたしま

す。常々市長は、先ほども言いましたが、子供が主

役であるとおっしゃっていますが、ドラマの中で子

供が主役であるならば、お年寄りは脇役で、しかも

それは経験豊かな味のある脇役であると思います。

戦後、難儀、苦労をして日本を復興されたお年寄り

たちが、最後まで何とか楽しく、あるいはいい暮ら

しができるように、これはいい暮らしというのは経

済的なことだけではなくて、質的にいい暮らしがで

きるようにして差し上げるべきだと思いますので、

お年寄りの生活支援についてお尋ねいたします。 

 具体的にはいろんなことがあると思いますが、足

が痛くて歩けない、高齢で車の運転ができない、そ

れから、子供はいるんだけれども、他市へ嫁いでい

る、あるいはほかのところで仕事をしていて日常の

生活がなかなかうまくできない。きのうの一般質問

でもごみ出しのこともありましたが、わずかな、５

キロもしないぐらいのごみ出しでも苦労をなさって

いる状況があります。 

 そこで、食べないと生きていけませんので、買い

物支援についてお尋ねするんですが、いちき串木野

市では、移動販売車等が動いて個人で仕事をなさっ

ているようでしたが、最近、利益が出ないとか、燃

料代が高いとか、いろんな理由で営業をされており

ません。 

 そこで、市として、この移動販売車などで何かい

い手はないものかと思いますが、福祉に関心の高い

田畑市長、どのようにお考えでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 子供たちは未来のあした、

未来の規模を問わず、主役だといつも申し上げます

が、今、田中議員がおっしゃいましたとおり、その

子供たちをずっと育んできたのは高齢者の方々であ

ります。 

 今、例を言われましたが、戦後、敗戦により本当

に食うに食なく、そういう時代に歯を食いしばって、

筆舌に尽くしがたい難儀、苦労をなさって、それで

も、地域社会にも、昔の方々は、特に協力し、意を

用いられて、子供も育ててこられました。その高齢

者の方々に、生きがいのある暮らしをですね、毎日

を少しでもつくってあげたい、そういう環境づくり

というのは、私たち後に続く者の使命であります。

そういった点で、今、田中議員がおっしゃったとお

り、全く同じ思いであります。 

 そこで、そのお年寄りに対して、買い物弱者の支

援の話をなされましたが、本市も店舗の減少に伴い

まして、買い物に不便を感じている高齢者の方々が

増加してきております。買い物弱者に対する支援は、

おっしゃいますとおり、重要な課題だと思っており

ます。 

 このため、本市では、このような高齢者等への支

援策として、いきいきバスやいきいきタクシーの運

行などを行っているところであります。 

 お尋ねの移動販売事業者に対する支援についてで
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ありますが、近年の燃料費の高騰とか、高齢化に伴

う顧客の減少などによって、厳しい経営環境にある

とお聞きしております。支援を必要とする事業者、

または新たな移動販売に取り組む事業者があられま

したら、国の施策等を見ながら、どのような支援が

できるのか今後検討していきたいと思っています。 

○２番（田中和矢君） 前向きな御回答だと思いま

すので、私たちがよくわからない国の支援、施策等

がありましたら、関係部署と検討していただいて、

ぜひ実現できるようにやっていただきたいと思いま

す。 

 それで、商店街がかなり寂しくなっております。

農林水産業にはかなりの補助がなされておりますが、

どうしても商店街、商売人は、自助努力のもとに利

子補給ぐらいしか実際にはなされておりません。空

き店舗対策とかありますが、生活に密着した生活物

資の買い物ができるようなお店が、お年寄りが歩い

て行ける場所に少なくなってきておりますので、空

き店舗対策もかなり力を入れて、予算もいただいて

いるようですが、あれの条件を、もちろん居酒屋と

か、そういったものもないと楽しみもありませんの

で構わないんですが、予算の割合を、こういう生活

に密着した買い物等の枠も設けていただく。増やす

ことはなかなか市の財政上難しいことであれば、そ

ういった考えもとっていただければと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 商工業の方々が、今、例え

ば本市の商店街を見ましても、お店を閉めてしまわ

れるとか、元気のない状況が続いておりまして、市

として何か打つ手はないものか、いつも実は本当に

大きな課題としてとらえている状況であります。 

 商店街の活性化というのは、あらゆる角度から言

ったらいろんなことが考えられると思いますけれど

も、今日は細かいことは言いませんけれども、何と

か支援策を考えながら、賑わいを取り戻したい。そ

れはイコール商店街の皆さん方の、少しでも経営に

プラスすることであるし、ひいては本市の元気にな

るわけです。発展につながるわけでありますから、

商店街そのもの、あるいは周りを含めてどうしたら

いいのか、つまるところは、商店街を発展させるた

めに、そういう施策をあらゆる関係機関、事業者と

詰めていく必要があると思っております。一生懸命

話はしているんですけど、なかなか実が上がらずに

申しわけない気持ちなんですが、私も全く同じ思い

であります。何とか商店街を活性化したいという思

いでありますので、今後もあらゆる角度から、商店

街そのものが頑張ること、周りにお願いすること、

いろんな角度から検討していかなきゃいかんと思い

ます。その辺で努力をしてまいりたいと思っていま

す。 

○２番（田中和矢君） これまた前向きなお話だし、

やはり人は夢があれば頑張れると思いますので、商

店街の皆さんにも、決して商店街、商業を見離して

いるわけではないということをお伝えし、私も帰り

ましたら皆さんにそのようにお伝えしたいと思いま

す。 

 それでは次に参ります。 

 ３番目の外灯設置についてですが、夜間安心して

通行できる適度な明るさを確保するための外灯設置

についてお伺いいたします。 

 何も、外で新聞など、字を読めるような明るさで

はなく、最低限度の明るさ、部活帰りの学生、生徒

が安心して歩けるような、あるいは、若いお勤めの

方が駅から安心して自宅へ帰れるような、そういっ

た意味で適度な明るさを確保できるようにしてもら

いたいと思います。 

 それで、具体的にはどの辺が暗いですかという、

聞きとりで質問があったんですが、皆さんもほとん

ど車で外出されますのでなかなか気づきにくいとこ

ろがあるとは思いますけど、たまに、交通ルール違

反であるかもしれませんが、とまって、走ってヘッ

ドライトを消すとまずいですが、たまには執行部市

役所の皆さん含めて、我々議員もヘッドライトを消

してみて、ここはこんなに暗いんだなと、自分の娘

が、あるいは自分の子供が通るには暗過ぎるという

ような場所も結構ありますので、いちき串木野市内

のどんなところでも同じような明るさをというふう

には言いませんが、若い人が安心して通れる程度の

明るさを、次の外灯の下まで行けば何とかなる、次

の外灯まで行けば安全だというような、安心して通
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学とか通勤ができるようにしていただきたいと思い

ます。 

 具体的に言いますと、西中からオコン川を通りま

して、大通りに出るまでの間のこと、昨年の11月、

市議会議員になってすぐ要望がありまして、校長、

教頭、体育部の先生、それからＰＴＡの方、まち協、

婦人会の方とか、あわせて二十五、六人が現地で、

このぐらい暗いんですということをお聞きして、見

ていただいたんです。そのときも、まちづくり防災

課の課長にお忙しい中来ていただきまして、見てい

ただきましたが、その後、何とか期待しておりまし

たけれども、いまだ手つかずです。何とか、そこだ

けというわけでありませんが、先ほどから言うよう

に、適度な明るさを確保できるように、いろんなイ

ベントもたくさんあります。いちき串木野市は鹿児

島県でもイベントが非常に多いというふうに、最近

赴任して来られた南日本新聞の女性記者などもよく

取り上げてくださっておりますが、それはそれでも

ちろんいいです。それの足を引っ張る気は毛頭あり

ませんが、その辺の予算を少しでもこういった生活

が安全に過ごせるような、そういった設備にも回し

ていただければありがたいなと思いますが、その点

について市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 私どもが暮らしていく上で、

今、ずっとお述べになられましたとおり、町の明か

りというのは、明るいまちづくり、そして住みやす

くて安心して暮らせるまちづくり、何よりも防犯と

いう意味で、とっても効果があると思います。 

 警察の方にいろんな話を伺いますが、犯罪を犯し

た者にいろいろ聞けば、行こうと思ったけど、入ろ

うと思ったけど明るくて入れなかった。あそこは、

例えば強盗に行ったところは暗かったと、だから入

ったんだと、やっぱりそういうことを証言するそう

です。だから、防犯という意味でも、明かりという

のは非常に大事だなと思っております。そこで、そ

れなら、当然外灯やらをつけるには市としても基準

を設けておりますので、私はその基準についてちょ

っと御説明したいと思いますが。 

 市が街路灯及び防犯灯を設置する場合は、まず１

番目が、幹線道路、交差点、カーブ、踏み切り、橋

梁、水路など、交通安全上特に必要な箇所ですね。

２番目に、駅、バス停、公共施設など、人通りが多

く防犯上必要な箇所とするなど、こういった形で一

定の基準を設けております。設置する外灯は基本的

にハイウェイ灯を設置しております。そのほかのと

ころ、例えば集落内の生活道路などの場合は、防犯

上必要な箇所について、自治公民館で設置をしてい

ただき、市はこれに対し設置補助を行い、維持管理

については自治公民館のほうで行っていただいてい

る、これが基準であります。 

 今、お述べになりました串木野西中学校の正門と

か、箇所を特定してお話をいたされましたので、こ

の点については担当課長から答弁をいたさせます。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ただいま

田中議員から御質問がありました、西中学校の正門

から浜町のアーケード街に抜ける道路を一緒に歩か

せていただきました。その結果、庁内に帰りまして、

関係課と話をいたしまして、ただいま市長が答弁い

たしました市の一定の基準に照らし合わせた結果、

まずは、西中学校の正門及びその下に今度道路改良

いたしましたが、また今後拡幅する予定ですけど、

あそこに十文字がございます。今度大きな交差点に

なりますので、その２カ所については、市のほうで

検討してまいりたいと思っております。 

 そのほかの箇所については、先ほど市長が述べま

した市の一定の基準にはちょっと満たないのかなと

いうことで、自治公民館に設置をしていただきたい

というふうに考えているところであります。 

○２番（田中和矢君） 先ほどハイウェイ灯の話を

されましたが、ハイウェイ灯はかなり高い位置で、

立派な、ハイウェイ灯というぐらいですから、高速

道路等に設置されている、あるいは大きな幹線道路

に設置されているものだと思いますが、これはやっ

ぱり一基200万とか150万とか、金額は知りませんが、

かなりの金額がするものだと思いますので、私がお

願いしたいのは、このハイウェイ灯ではなく、20ワ

ットでもいいから、暗くなったらついて、明るくな

ったら消えると、自動でやれる、それが恐らく３、

４万で、あるいは４、５万か、そういった金額でで

きると思いますので、仮にハイウェイ灯が200万す
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るとすれば、こういうほんの小さな、本当に明かり、

ともしびですね、明かりが得られる蛍光灯であれば、

電気代も月に400円程度だし。ＬＥＤを使った分だ

ったら少々高いかもしれませんが、設置時は。非常

に電気代も、昨今の電力の節約という時代にも、安

全という防犯上でもいいことですので、なるべく20

ワットでもいいからあちこちにつけていただきたい

と思います。そのことについては、市長から答弁が

ありましたように、やはりハイウェイ灯でないとい

けないものなんでしょうか。答弁お願いします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 先ほど市

長が答弁いたしましたように、本市がつける場所と

いうのは、大きな道路の交差点とか、大きな道路の

カーブ、大きな橋のたもとということで、広範囲に

及ぶ必要があるという、そういうところですので、

そういう意味では、やっぱり20ワットでは少し小さ

いという意味で、本市では、基本的には大きなハイ

ウェイ灯というのを基本としていると。その小さな

筋筋の四つ角、これは20ワットで、おっしゃる通り

それなりの役割を果たすだろうと。ただしこれにつ

きましては、地域にお願いいたしたいと。実際、あ

る地区においては、かなり小まめに、地域独自でつ

くっていらっしゃる地区もあります。 

 25年度から本市も、今言われましたＬＥＤついて

は、補助率を上げてＬＥＤの設置を促進しておりま

すので、そういうのをぜひ利用していただいて、地

域で設置していただきたいというふうに考えており

ます。 

○２番（田中和矢君） 小型の20ワット、40ワット

のそういった外灯について補助があるというので、

なかなか地域のまち協の方、自治公民館長さんたち

もいろんな理由があって余り長くなさいませんので、

１年あるいは２年で交代というような現状もありま

す。何とか広報ででも、こういうような補助がある、

こういう方法があるというのを皆さんに示していた

だきたいと要望しておきます。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ただいま

ありました、特に広報ですけれども、広報につきま

しては、自治公民館の研修会等があります。それの

中で、こういう資料を出して、こういう補助率です

よということもお示しをしながらやっております。 

 実際、昨年からこの事業が始まりましたが、昨年

度は全部で40ちょっと、50近くつくりましたけれど

も、そのうちＬＥＤがほとんど、45本ほどＬＥＤが

ついています。地域ですね。蛍光灯は三本だけでし

た。ですので、この一、二年、ずっとＬＥＤがほと

んどですね、新設の場合はＬＥＤ化を地域はなさっ

ているようであります。 

 ちなみに補助率ですが、これまで蛍光灯につきま

しては定額の6,000円でしたのを、25年度からは、

蛍光灯は３分の１ですが、ＬＥＤにつきましては３

分の２、しかも３万円に対する２万円が限度額です

ね、３分の２を補助しておりますので、ある意味で

は、初期投資は少し高いですけれども、補助率は高

いですし、おっしゃったように維持管理費もかなり

安いです。普通20ワットのレベルで考えますと、電

気料もこれまでの50数％で済むということでありま

すし、取りかえ時期も、大体蛍光灯の７倍とか言わ

れますので、そういう意味では７分の１で済むとい

うことになりますので、非常にランニングコストも

かなり安くなると。ですので、そういう意味では、

ぜひ地域でこれを推奨していきたいというふうに考

えております。 

○２番（田中和矢君） ぜひ外灯設置については、

防犯上にも、それから、いろんな、安心して、幸い

串木野ではこういった類いの事件は、公表されるよ

うな事件というのは余りないですが、他市町村で結

構出ておりますので、事故あるいは事件が起こる前

に、転ばぬ先のつえとして、外灯設置にぜひ力を注

いでいただきたいと思います。要望しておきます。 

 時間の都合がありますので、次の４番目の、最後

のラジオの受信状況についてというところに入りま

す。 

 現在、いちき串木野市では、防犯無線がかなり普

及しておりまして、各戸に配置してありますが、ス

イッチを切っている人はしようがありません。個人

の方の判断ですのでやむを得ませんが、なかなかお

年寄りでうまく使えないという方もあられますので、

時々はそのメンテナンスも兼ねて、使い方も広報で

言って、その広報を読めるような人はもちろんラジ
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オの使い方もきっちりできますが、目が見えないと

か、そういったことがうまくできないお年寄りのた

めにも、たまにはこちらから出向いて使い方を教え

ていくというようなこともやっていただきたいと思

います。それが１点。 

 それからもう１点は、通告書にも書いてあります

が、ＡＭ波、ＦＭ波ともに、ラジオがどうしても入

りにくい。昔から、いちき串木野市は夜になるとど

この国かわからんような電波が入って聞き取りにく

いということがありますので、これをぜひ改良して

いただいて。 

 また、田中はお年寄りのことばっかり言うなと思

われるかもしれませんが、結構60以上、私たち以上

の年齢になりますと、テレビが、ちょっと言いにく

いですが、テレビ局はいませんので言わせていただ

きますが、最近余りおもしろい番組がなく、お笑い

みたいなのばかりが、衛星放送をつけても民法のテ

レビをつけてもそういう番組が多くて、おもしろく

ない、見たくないという話をよく聞きます。番組が

おもしろくないということだけではなくて、年をと

りますと、目が見えにくい、耳が聞こえにくい、そ

ういったことでどうしてもラジオを聞きたい、ラジ

オは結構ためになる放送があるよという方が多いで

す。ラジオがしっかりと受信できて、寝床の近くに

置いて、年をとるとなかなか寝つけなかったり、朝

早く目が覚めるわけですが、そういったときに、ラ

ジオを通じたお話とかで、ひとり暮らしの方も寂し

さを紛らわしたり、あるいは、いい生活の知恵を得

たりするわけですから。受信状況の改善については、

技術的なことは私もわかりませんが、そうお金のか

かる問題ではないのではないかと思います。ラジオ

がしっかりと入って、教養を身につけたり、楽しめ

たりするという意味でも、何とかラジオの受信状況

を改善できるようにしていただきたいと思いますが、

現在のいちき串木野市の状況を市長はどのように、

ラジオに関して思っておられるでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） ラジオの受信状況について

でありますが、ＮＨＫ鹿児島放送局に照会しました

ところ、いちき串木野市内の電波のレベルについて

は、聴取におおむね問題のない状況にあるがという。

場所によっては、しかし、地形や街中の電気機器、

送電線が発するノイズの影響、夜間に発生する電離

層による外国放送の混信化などで、聞き取りづらい

状況が発生するとのことであります。 

 これらの受信状況が悪い箇所については、ＮＨＫ

が個別に受信状況の調査とノイズ発生源等への対策

を検討するとともに、スマートフォンなどで放送が

聞ける仕組みを構築しているとのことであります。 

 しかし、おっしゃいますとおり、確かに市内には

聞き取りづらい場所があるようです。ですから、ラ

ジオ受信環境の改善について、ＮＨＫ等の放送事業

者に対し、要望をしてまいりたいと思っております。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ただいま

の市長の答弁に補足しますが、防災行政無線のこと

を最初言われました。不具合があった場合、訪ねて

いって指導してというか、チェックをしてほしいと

いうことだったんですが、これにつきましては、そ

の都度お電話をいただいた段階で、電話で内容を確

認させていただいて、私たち職員でできるものであ

れば職員が出向いて行って、できなければ、製作さ

れた会社のほうに入っていただいて、個々に対応す

るようにしています。 

 一定の地域で、前にあったんですが、聞こえが悪

いことがあったところには、こういうチラシをそこ

の地域の全戸に配布して、御連絡くださいと。そこ

に出向いていって対応いたしますという対応をした

ところでありますが、いずれにいたしましても、そ

ういうお電話をいただければ、個々に対応させてい

ただきたいと思っております。 

○２番（田中和矢君） ラジオが、私たち一般市民

が要請をしましても、なかなか、ＮＨＫにしろ民法

にしろ対処してもらえない実情がありますので、ぜ

ひ市として、行政として、市長がおっしゃられたよ

うにお願いをしていただきたいと思います。 

 最後に、今、各戸にある防災無線ですが、あれで、

ＦＭ放送の80.5でラジオが放送されていることを、

私、いろいろ聞き取りをしましたが、ほとんど、

100人に１人ぐらいしか御存じないです。ＦＭの

80.5というのは結構いい番組をしていますし、防災

無線で聞けることを皆さんにもお知らせしていただ
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くこともお願いします。 

 時間になりましたので終わります。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ただいま

言われました防災行政無線の中にＦＭが入っておる

と。これは確かに、いざというときに情報が入るよ

うにということで、ＦＭを１局だけセッティングし

てあります。ほとんど、日ごろは聞くことはないん

ですが、災害時にはこれを、テレビとかが使えない

場合はこれを活用してくださいという意味でセッテ

ィングしてありますので、そういうことでは、いざ

というときの貴重な情報源となるということであり

ますので、またこれについては周知を図っていきた

いというふうに思います。 

○議長（下迫田良信君） 次に、福田清宏議員の発

言を許します。 

   ［17番福田清宏君登壇］ 

○17番（福田清宏君） さきに通告いたしました事

項について、順次質問を行います。 

 質問に先立ちまして、今朝もまた、テレビのニュ

ースは、北海道石狩地方等々に大雨特別警報発令を

報じておりました。我が市においても発生いたしま

したルース台風、あるいは昭和46年の豪雨災害等を

思い出すことであります。大きな災害にならないよ

うにと念じてやみません。質問に返ります。 

 去る７月30日に開催された平成26年度在宅福祉ア

ドバイザーともしびグループ研修会に出席されたと

もしびさんに、ともしびグループと在宅福祉アドバ

イザーについて尋ねられて、私の認識不足で即答で

きなかったことに鑑みて調査をしてまいりましたが、

なお不明な点がありますので、ここに質問をいたし

ます。 

 まず一つ目は、ともしびグループについてであり

ます。ともしびグループの結成時期とその目的につ

いてお伺いいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。答弁をいた

だき、その後の質問は質問者席から行います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 福田清宏議員の御質問にお

答えをいたします。 

 ともしびグループは、昭和59年以前に、今89年で

すから、30年以上前ですね、旧串木野市婦人会連絡

協議会が声かけさんとして高齢者の見守り活動を自

治公民館単位の婦人会で開始し、昭和60年に名称を

ともしびグループと改めております。その後、平成

２年２月に県地域婦人団体連絡協議会において、県

内での取り組みが開始されたところであります。当

時の南ツギヱ会長さんでしたか、私も当時、県議会

に籍を置いておりまして、一緒に知事さんのところ

にお願いに行った記憶がございます。その平成２年

からは県内での取り組みが開始されて、今日、婦人

会の皆さんの手で引き継がれておるという状況であ

ります。 

○17番（福田清宏君） たしか、南ツギヱ会長のと

きに一生懸命になって、ともしびグループ、活動を

されたことを思い出しておりますが、質問するとき

にもそういう思いでありました。 

 ただ、さっき申しましたように、その研修会に行

かれたともしびさんの中に、ともしびで行ったんだ

けど、在宅福祉アドバイザーだったという、そうい

う認識があって、ちょっとお尋ねになられて、私も

少しその辺がイコールだという認識に欠けていたも

んですから。いろいろまた続けて質問させていただ

きますが、このともしびグループの位置づけは主婦

連の活動だと思いますが、所管するところは、当時

は社会教育課だったと思うんですけど、今もそうな

んでしょうか。それとも、これからいくと福祉課か

なと思ったりもするんですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

○福祉課長（東 浩二君） 平成２年度にともしび

グループの活動を支援するということで、県補助事

業が開始されました。この時点から、見守り活動は

福祉事業というような、県のほうでも福祉担当の課

が所管をしたということに伴いまして、本市におき

ましても、福祉課が現在所管をしているところでご

ざいます。 

○17番（福田清宏君） 次に、在宅福祉アドバイザ

ーとのかかわりについて少し御説明いただけません

か。 

○福祉課長（東 浩二君） 在宅福祉アドバイザー

につきましては先ほど申しましたが、平成２年度か
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ら県の事業におきまして開始されました。内容等に

つきましては、見守り活動、安否確認を行っていた

だくということになっているところでございまして、

ともしび活動とほぼ内容は同じというふうな認識を

持っているところでございます。 

○17番（福田清宏君） 見守り活動だけならば、そ

んなに慌てて私のところにお尋ねに来る必要もなか

ったんじゃないかと思っていますが、このアドバイ

ザーの所管、あるいは資格、身分、選任、こういう

ところについて少し御説明いただきたいと思います。 

 あわせて、在宅福祉アドバイザーについては、条

例を見てもなかなか出てきませんので、設置条例、

あるいは設置要綱に基づくものであるのか。あるい

はまた、市長の委任状が交付されているのかどうか

お伺いいたします。 

○福祉課長（東 浩二君） まず、身分につきまし

てでございますが、これはボランティアで行ってい

ただくという活動でございますので、特段に資格を

有しているということではございません。それを求

めているものでもございません。 

 また、選定方法でございますが、本市におきまし

ては、市婦人会に依頼をするというのを基本にして

おります。ただ、いちき地域に婦人会がございませ

んので、いちき地域については自治公民館のほうに

依頼をしていると。選任につきましてはということ

でございます。 

 それから、条例等についてでございますが、本市

では、条例あるいは要綱という規定を制定をしてい

ないところでございます。したがいまして、委嘱状

の交付等は行っていないというところでございます。 

○17番（福田清宏君） 設置要綱もなくて、市長の

委嘱状も当然ないということになるんでしょうけれ

ども、このパンフレットの中やら説明を見ますと、

大変個人的な情報を扱う役割になっているようなん

ですが。ここで、さきの７月30日に開催されました

研修会に出席されたともしびさんとの会話に立ち返

って少し質問させてください。 

 まず、この研修会の案内はともしびグループ会員

各位ということで案内が出されておりまして、案内

はいちき串木野市福祉課事務連絡平成26年７月30日

付で発信されたものであります。 

 在宅アドバイザーともしびグループ活動実績報告

の提出についてという資料がありますが、これは平

成27年４月３日までに串木野庁舎の福祉課、あるい

はいちき庁舎の健康福祉係へ提出してくださいとあ

ります。その中に、ともしびさんもびっくりしたの

が、この提出してくださいという書式なんですが、

書式３と書式４というのがありまして、書式３とい

うのが訪問対象世帯名簿であってですね、書式４と

いうのは近隣保健福祉ネットワーク活動実績とある

んですが、この様式は何に基づいている様式なんで

しょうか。右側の上のほうに、市町村名いちき串木

野市とありますから、本市の様式なんですか。それ

ともほかの、例えば県とか国とかという様式なんで

しょうか。まずはそこからお願いいたします。 

○福祉課長（東 浩二君） この様式につきまして

は、県の要綱に基づいた様式ということで、平成25

年度の様式となっています。26年度の様式は７月に

なってきましたので、内容は若干変わっております

が、基本的には県の様式と、これに準じて配布をし

ているということでございます。 

○17番（福田清宏君） 様式の４号については活動

実績の範疇ですのでそこまで気にはとめないんです

が、様式３の訪問対象世帯名簿というものの中を見

てみますと、訪問対象世帯区分というところがあり

まして、そこには、寝たきり、ひとり暮らし、認知

症高齢者、高齢者夫婦のみ、身体障害者、知的障害

者、母子寡婦父子等々の各世帯の記入欄があります。

さらに、要援護者名を書く欄がありまして、そこに

介護者名とか続柄とか、住所、電話番号、ここまで

は普通チェックできると思うんですが、さらに、主

な病気、主治医の名前とかを記入するようになって

いるんですね、一人ひとり。ここまでいくと、ちょ

っと個人情報に値するのじゃないかなという思いも

するわけで、市長の委任状もないままに、果たして

こういうことまでお願いしていいことなんだろうか

なと。 

 市長から公民館長宛てに出される災害時要援護者

の避難支援計画の避難支援者の選定に関しましても、

本人の申し出か、あるいは民生委員さんを通じて申
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し出ることを同意するという形で要援護者の名前が

上がっていくんですね。そのくらい個人情報につい

ては大変厳しい扱いをされる当局なんですが、設置

要綱もなくて、さらに市長の委嘱状もなくて、この

情報についての注意書きも余り、資料を見ています

とありませんし、信用されての要請をされていると

いうことにしか思いませんが。やはりそういう中で

は、今の当局の個人情報の共有さえも厳しくチェッ

クされるのに。この前、特定健診の名簿の情報共有

をお願いしましたが、公民館には来たようですけど、

一月後には回収という話がありました。そのくらい

慎重にされる当局が、こういう様式に基づいて、こ

こまで求めることに非常に疑問を持つんですけれど

も、この辺についてはいかがでしょうか、お伺いい

たしたいと思います。 

○福祉課長（東 浩二君） 今、議員が申されたと

おり、個人情報として、主な病気とか主治医とか、

以前はまだ詳しいところがあったんですが、だんだ

ん少なくなってはきておりますが、個人情報に係る

分につきましては慎重に当たっていく必要があると

いうふうに考えています。 

 市町村においても、こういうことについては県の

ほうにもつないでいるわけでありまして、項目数が

減ってきているという状況はございますが、いまだ

にして残っているということでございます。今年度、

26年度もそういう話の中で、主な病気、主治医、こ

ういった分については、様式からは消していくとい

う方向性で、今、検討がされているようでございま

す。 

 ただ、そうはいいましても、見守り活動をされる

中で、いろんな相談もまた受けられることもござい

ます。そういうことからしましても、やはり個人情

報に触れるということは十分ございますので、今後

におきましては、やはり要綱とか、そういったもの

を整備しながら、守秘義務という点につきまして、

ある程度制限しながら整備をしていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○17番（福田清宏君） 当日の説明の記入例にはち

ゃんとあるんですよ。主な病気も書きなさい、主治

医も書きなさいというのが記入例にあるんですよね。

だから、当然これを書いて、あけて３月には報告せ

ないかんと思っていますよ。ただ、ともしびさんと

して選ばれて行った人が、アドバイザーまでという

話は、わかっているところもあれば、そういう認識

をしてないところもあるんじゃないかと思います。 

 私がお話を聞いたところは、歴代そういうふうな

形で、ともしびさんイコールアドバイザー、そして

こういうところまでの報告を出され、ここまでその

世帯に入り込んでいろいろな情報をとるというとこ

ろまではという考え方でいらっしゃる方が多いよう

なんですね。 

 そこで、今、要綱等の話もありましたけれども、

この在宅福祉アドバイザーにつきましては、他市の

例が一つあるんですけれども、設置要綱を設けて、

設置、職務、委嘱、任期、服務等々を定めておりま

す中に、市長の委嘱については、福祉の向上に理解

と熱意を有し、地域の実情に精通する市民のうちか

ら、民生委員または自治公民館長が推薦した者をア

ドバイザーに委嘱するというふうに、他市の例はな

っています。 

 あわせて、在宅福祉アドバイザーの立ち位置はど

こなんだろうかなと思いながら、いろいろパンフを

読んでいますけれども、見守り活動とかいうのは通

例のこととしてですが、民生委員等と関係機関への

つなぎを行うとか、担当地域の民生委員と連携を密

にして行動するとか、アドバイザーから民生委員へ、

あるいは市町村社協、市町村へ連絡する体制の連絡

網を明確にしておくと。活動の内容も、恐らく高齢

者等くらし安心ネットワーク活動の内容を書いてあ

るんですけれども、恐らくこれと重複していくのか

なと思うんです。今の高齢者等くらし安心ネットワ

ークの仕組みという図からいきますと、要援護者を

公民館単位で各種団体の人たちが、公の人たちがい

ろいろとお話をして、その話をまとめて民生委員さ

んにつなぐ役が在宅福祉アドバイザーと書いてある

んですよね。初めて私も、そこまでしているのかな

と思いながら、していらっしゃるところもあるんだ

ろうなと。おうちではないですけどね、近くには。 

 こういうことを考えたり、それから、県の事業で

市から社協に委託されましたね、暮らし安心・地域
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支え合い推進事業、これだって公民館に各役員の人

たちが集まって、そしてお年寄りの皆さん、援助を

必要とする皆さん方の一覧をつくって、さらにマッ

プまでつくっていくと。福祉の流れというのは、公

民館に、今、こういう制度ゆえになってくるんです

ね。だから、市が委託して、社協が今一生懸命つく

っているマップづくりを各公民館で進めていけばい

くほど、在宅福祉の話とかこういうのは公民館の仕

事なのかなという話になっていくんですよね。そん

なふうに理解するんです。そしてまた、市の社協も、

地区社協、地区社会福祉協議会というのを地区に置

きまして、災害時のお年寄りのマップをつくってい

ただいて、それがまち協から社協に上がって、社協

は金庫の中にそれを保管して、いざ災害というとき

には、そのマップを頼りに高齢者の皆さん方の援護

に当たると。だからもう今は、公民館のほうにこの

福祉の関係の流れというのは、いや応なしに話し合

いを持たされていくんですね。そういう時代ですか

ら。それで、しかも個人情報の取り扱いをやかまし

く言われるご当局ですので、やはりこの民生委員さ

んとの関わりが強かったり、公民館との関わりが強

かったりするんですね。 

 それからいくと、やっぱり在宅福祉アドバイザー

は民生委員さんの推薦だとか、あるいは公民館長の

推薦だとか、そういうところから市長が任命してい

くと、委嘱していくという形にならざるを得ないの

じゃないかと思うんですけどね。今の公民館の福祉

の関係の仕事から。 

 ともしびグループさんの仕事を取り上げる気持ち

は全然ないです。ともしびグループさんは公民館を

回りながら、見守りをしたり、いろんなことをして

います、うちの公民館も。福祉アドバイザーについ

ては、しかしそういうようなことですから、公民館

の話をまとめて民生委員につなぎなさいという、こ

んな事柄を見ると、ちょっと違うんじゃないかと。

やっぱりきちんとした要綱を設置して、市長が委嘱

するという姿までいかないといけなくなったんじゃ

ないのかなという思いでお尋ねするところでありま

すが、いかがなものでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 県の示した活動内容という

のは、高齢者等くらし安心ネットワークの核、まと

め役としての位置づけがなされており、最終目標と

して掲げられているものであります。しかしながら、

在宅福祉アドバイザーを引き受けた方にはとても重

い内容となっていることから、県に対して活動のあ

り方について照会を行ったところ、アドバイザーが

中核となって活動していただくことが理想ではある

が、現在では見守り活動をしていただくことが主で

あり、補助事業の実績報告において、訪問活動の対

象世帯数、訪問回数について報告を求めているとの

ことであります。したがいまして、市では、アドバ

イザーの方に対して、これまでどおり見守り訪問活

動についての活動実績を提出していただくように依

頼をしているところであります。 

○17番（福田清宏君） 今回のこの研修のときに、

ともしびさんに渡された資料が、今、市長が言われ

る活動実績表だけじゃないんですよね、さっきから

言いますように。だから、ここまでいくということ

になってくると、やはり設置要綱をつくって、民生

委員さんとのかかわりが非常に強い流れになってい

ますから、そういうところとの推薦やら、あるいは

公民館の活動の中のことやらも含めれば、そういう

ところからの推薦もあわせて市長が任命していくと

いう形をとらざるを得ないのではないかと思うんで

すね。ともしびさんの活動はともしびさんの活動で

例年続いていることですから、皆さんが承知してい

るところなんです。だけど、それが、イコールアド

バイザーの動きとなってくると、引き受けたともし

びさんも、ちょっと後ずさりしたりする人も中には。

一生懸命される方もおいでですけれども、中には後

ずさりされる方も。そこまでやるんだったら、ちょ

っと手を引こうかという思いの方も出てきている。

だから、在宅福祉アドバイザーについては、さっき

から言いますように、課長の答弁の中にありました

ように、設置要綱を設けて、きちんとして、そして

市長が委嘱すると。それは、さっきから繰り返しま

すが、民生委員さんやら、公民館長さんたちの推薦

をもとにやっていくよという形に。さっきから言う

ように、公民館にマップづくりのことも、何もかん

も今いっているんです、社協から。そういうのをし
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ていくということは、公民館のほうに福祉の感覚が

植えつけられていっているんです。そしてまた、公

民館からもお年寄りのマップは地区社協という形で

まち協を通じて社協にいっているんです。そういう

時代の流れといいますかね、そういうふうに去年、

おととしから出てきたこの暮らし安心・地域支え合

い推進事業にいたしましても、やっぱり公民館がど

うしても出てくるんですよ、福祉の活動の中で。そ

ういうことを考えると、さっきから申しております

ような形をぜひ本市においてもとって、前向きに検

討されていくことがいいのではないかなという思い

で今日は質問をしておりますが、いいですか。何か

もう一言ありますか。あったらお願いいたしましょ

う。 

○市長（田畑誠一君） 先ほども田中議員さんのほ

うが高齢者の福祉を盛んに力説されましたが、本市

は、福田議員もよく御承知のとおり、このともしび

が生まれるときは一緒に活動したわけでありますが、

そういった意味で、まさに先見の明といいますか、

先取りで、昭和59年の以前から、今の高齢化社会に

対応する声かけさん運動を始めたと。そして、とも

しびグループとして、平成２年からは県の福祉アド

バイザー事業の支援、補助も受けて、今日にまで実

績を重ねて来ておられます。 

 いずれにいたしましても、公民館、婦人会、これ

は一体でありますから、一緒になって公民館の中で、

その中のまた婦人会の大きな活動として、これから。

今現在は、本市の場合はともしびさんを福祉アドバ

イザーとして県に登録をしている、こういう、今、

状況なんですね。そして仕事をしてもらっておりま

すが、いずれにいたしましても、生みの親である婦

人会のともしびグループさんの活動を中心にしなが

ら、今後もお互い、みんながよくなるように検討し

たらというふうに思っております。 

○17番（福田清宏君） さっきも申しましたように、

主婦連のともしびグループの活動を否定するもので

はありませんので。それはそれで設立当初の活動が

引き継がれていっていますので、それはそれで私は

立派だと思っています。ただ、在宅福祉アドバイザ

ーにつきましては今のようなことがありますので、

ぜひひとつそういう要綱をつくって、きちんとして、

そして市長の委嘱状を持って活動しているんだよと。

また、そういう誇りも持っていただきたいという面

もあるし、ともしびさん全員が果たして在宅アドバ

イザーに希望しているかどうかということもまた疑

問があっての私の今の質問でありますからね。そう

じゃないと、そういう思いでは行っていないと。だ

けど、行った研修会の結果はこうだったということ

からの質問でありますから、ぜひひとつそういうと

ころは。主婦連のともしびグループは、重ねて言い

ますが、立派に今日まで活動されています。敬意を

表するところでありますし、公民館のお年寄りの

方々も、それでまた安堵して一日の生活を送ってお

られます。ただ、在宅福祉アドバイザーについては、

そういうような市長の委嘱を受けてというところま

でいっていいんじゃないかと思うんですね。まして

や、さっきから言いますように、公民館にいっぱい

福祉の仕事が投げ込まれてくるんですよ。そこが中

心となって、婦人会、女性部ともいろいろ語りなが

ら事柄を進めていけばいいんだろうというふうに思

いますので、どうかひとつ、そういう意味では、再

度御検討をお願いしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 今、福田議員さんも評価を

しておられるように、ともしびグループの皆さんの

活動は、何十年もこれまで続いて実績を上げてきた

わけでありますから、今おっしゃいましたような話

につきまして、いいものはどんどんまたさらに伸ば

してもらわないかんわけですから、せっかく頑張っ

てきた婦人会のともしびグループをさんを中心にし

て、また今後もいろいろ考えていきたいというふう

に思っております。 

○17番（福田清宏君） そういうことで、ここでア

ドバイザーについては御一考願いたいということを

申し上げて次に移りたいと思います。 

 二つ目は、公共下水道事業についてであります。 

 さきの議員全員協議会でも説明があったのであり

ますけれども、いちき串木野市公共下水道事業の進

捗状況について、まずお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 本市の公共事業の進捗状況

ですが、平成25年度末現在で、下水道整備面積が
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340ヘクタールのうち、整備済みは317.66ヘクター

ルで、率にしますと93.4％になります。 

 ちなみに、処理区域内の人口は、１万1,075人、

水洗化人口は9,721人、接続率は87.8％となってお

ります。 

 また、未整備は新港地区で、うち３ヘクタールに

ついて今年度より整備予定であります。 

○17番（福田清宏君） 次に、いちき串木野市公共

下水道の全体計画見直しについて伺いますが、見直

しの理由あるいは経緯について御説明いただきたい

と思います。 

○市長（田畑誠一君） 公共下水道の全体計画の見

直しでありますが、公共用水域の水質を防止するた

めに、生活排水処理施設整備構想がありまして、人

口減少や社会情勢の変化を踏まえ、経済性や財政状

況などを勘案して、おおむね５年ごとに見直しを行

うことになっております。 

 見直し面積につきましては、全体計画区域面積

838ヘクタール及び都市計画決定区域面積406ヘクタ

ールを、現在の事業認可区域340ヘクタールと同じ

面積にするものであります。 

 次に、見直しの理由については、四つの主な理由

がございます。 

 まず一つ目は、下水道整備をやりますと、これか

ら現段階で92億円という膨大な事業費が見込まれま

す。 

 二つ目は、認可区域を除いた全体計画区域の中で

は、合併処理浄化槽が、補助制度を始めた成果です

かね、おかげさまでどんどんどんどん普及率が上が

ってきています。もう既に48％に達しています。そ

ういうことから、下水道が整備されても浄化槽の耐

用年数が30年ほどと長いことや、受益者負担が生じ

ることから、下水道への接続が望めないのではない

かということが懸念されます。 

 三つ目に、区画整理事業が完了しないと下水道が

整備できないことで、事業開始まで相当な年数を要

します。 

 四つ目に、下水道認可区域によりますと、浄化槽

設置補助金が対象外になること。 

 以上のようなことから、下水道の計画面積を現在

の認可区域と同じ340ヘクタールに縮小して、これ

までどおり合併処理浄化槽を推進していくこととし

ております。 

○17番（福田清宏君） 認可区域じゃなくて、計画

区域内に合併浄化槽の設置が、補助制度もあって進

んでいくものだから、どうなるのかと思っていまし

た、正直なところ。やっぱりこうして見直しになっ

てきたわけですが、しかし今、説明がありましたよ

うに、48％ということになると、もうちょっと先に

進めんですね、公共事業としては。そういうことで、

中には合併浄化槽の補助があっても、公共下水道が

通ってくったっねと待っていらっしゃる方があるん

ですよ、計画区域の中に。そういう人たちに対して

の説明もまた丁寧にしていかなきゃいけないんでし

ょうけれども、説明は済んだよという話も聞こえて

はきますけど、そういう声もまだ残っていますから、

これでもって５大プロジェクトの一つであります公

共下水道の事業が、一応残ります３ヘクタールの工

事をもって終了するという時期に来たんだなという

思いをしながら、ちょっと寂しい思いもしますけれ

ども、48％まで合併浄化槽が進めば、無理もないか

なという思いをしながらであります。 

 さっき言いましたように、待ち望んでおられた市

民の方々に対する説明を、どこかでまた、再度丁寧

にという思いはするんですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今年の４月28日から８月１

日にかけて、住民説明会をしております。上名交流

センター、野元公民館、照島交流センター、串木野

庁舎、４会場で延べ51人の方が参加されました。 

 質疑応答の中で、今述べられましたとおり、単独

処理浄化槽から合併処理浄化への転換についてとい

うことが質問のほとんどだったようですが、中には、

今おっしゃったとおり、下水道整備を望む声もあっ

たそうです。 

 ただ、説明会の中で、今言った見直す理由を述べ

たら、その会場におられた方々は納得してくださっ

たと。今、福田議員が言われましたとおり、今も区

域内で、恐らく今年は50％を超すと思います。そう

いう状況であったら、92億円かけてもつないでくれ
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ませんし、市にとっては大変な負担を強いられます

よね。だから、これがどんどん進んでいくから、こ

の方向でいったほうが、市にとって、市民にとって、

結果として安上がりだと思います。ただ、言われる

ように、丁寧にこの説明は、折に触れ、しなきゃい

かんと思いますね。 

○17番（福田清宏君） 残りのその３ヘクタールは

予定どおりに仕上げていただきますように申し上げ

まして、次の項に入りたいと思います。 

 三つ目は、野平地区の土地区画整理事業について

であります。まず、関連いたしまして、麓地区土地

区画整理事業の進捗状況についてお伺いをいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 麓地区の土地区画整理事業

の進捗状況です。本年度で建物等の補償調査を完了

させて、27年度までに補償交渉を完了する予定とし

ております。そして、平成29年度の完成を目指して

進めております。 

 ちなみに、26年９月１日現在で申し上げますと、

進捗率は79％となります。さらなる地権者の方々の

御理解と御協力をお願いしながら進めてまいりたい

と思っています。 

○17番（福田清宏君） 完成予想の29年度は５年間

ずらした年度なんですが、何とか全うできるような

今の説明というふうにお聞きしますが。 

 さて、そういうことで、二つ目の質問にいきます

が、野平地区の土地区画整理事業の策定について伺

います。 

 この麓地区土地区画整理事業の完成する二、三年

前、平成29年の完成であれば、26年ごろには策定を

していきたいという当局の答弁が過去の私の質問に

もあるんですが、そういう意味での策定作業はどん

なふうになっておりますか、お尋ねいたします。 

○市長（田畑誠一君） 野平地区の土地区画整理事

業、これまでも再三、福田議員から御質問いただい

ておりますが、平成16年度までに野元土地区画整理

事業の基本計画書案を、これは平成16年ですね、約

29ヘクタールの範囲で作成をしております。 

 これからですけれども、平成25年の12月13日に、

野元公民館で、野元区画整理推進委員会出前講座を

開催しました。区画整理事業と直接買収方式による

道路整備の説明を行い、今後のまちづくりの整備手

法を話し合っていただくことをお願いして、現在、

話し合いを進めているところであります。 

○17番（福田清宏君） 野元地区のこの区画整理事

業には、ほかにオコン川の関係だとかいろんな流れ

が付随していまして、簡単ではないとは思うんです

けれども。そういう会議の進捗状況というのはどう

いうことなのかよくわかりませんが、今回、９月の

定例会の補正予算に、野元中央線の舗装改良事業費

が計上されてきたんですね。これが、そういうこと

で、話し合いの途中といいながら、仮にこのことは

現道舗装ということに、現道のままの改良舗装とい

うことになってくると、区画整理事業との絡みはど

うなるのかなと。あるいは、区画整理事業はもうや

めて、現道を少しでも拡幅して改良していこうかと

いう話になれば、なったでまた、投資効果もあるん

でしょうけれどと思いながら。会議の途中で、予算

がついたということ自体は、地区にとってはありが

たいことだろうとは思うんですけれども、だけど、

区画整理事業から見ると、果たしてどうなのかなと。

そんなに、５年や10年その道路を触るわけにはいか

んでしょう、一旦改修してしまうと。 

 だから、そういうことを考えると、どうも整合性

から考えたときに、ちょっと違うのかなと。だから

やはり、26年も半ば過ぎますが、今年いっぱいか、

来年の半ばごろまでのうちに、どっちの方式でやる

のかというところを精力的に決めていくということ

の作業のほうが先じゃないのかなという思いがする

んですけどね。そうして、区画整理でやるよと言え

ばやるよで、それなりの方策がまた出てくるでしょ

うし、現道を拡幅しながらでも、ちょっとでも拡幅

しながらでもやろうかなと。そして、今の中央線か

ら墓地のほうに上がっていく道路も少しずつ拡幅し

ていこうかなと、そういうようなこと等もふくそう

していけばいったでまた、計画も表に出ていくんで

しょうけれども。区画整理なのか、現道をもってど

うかしていこうとするのかという話を、いずれにし

ても、繰り返しますが、早々にやらないと。長年の

野元の土地区画整理事業のお話ですから、いけない
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んじゃないかなと思いますがね。だから、そういう

ことで、話をしてくださいということで、返事が来

ないのであれば来ないで、積極的にこちらからまた

働きかけてみるとかですね、そういうこともあわせ

て必要じゃないのかなと、そんな思いがするんです

けれども、その辺はどうでしょうかね。伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今回の野元地区の中央線と

いうんですかね、この維持舗装ということにつきま

しては、これは実は市政報告会を野元で開催したと

きに、公民館にいっぱいの方が来てくださいました

が、その中から、一本しかないこの道路をちゃんと

きれいにしてくれんかと、側溝もしてと。という皆

さんの要望でした。それを受けて、まず出発点はそ

こだったんですが、いずれにいたしましても、土地

区画整理事業に着手をした場合でも、まずは住宅の

移転先を確保する必要がある。まず、仕事する上で

ですね。そこを確保してから、そして住宅を移して

改良をしていくわけですね、道路区画を。そういっ

たことで、まずは着手にかかって29年、30年、29年

までが麓までですね、予定として。それからすぐ実

際に工事に入るのはまた１年、２年か後だと思いま

す。それに入ったとしても、今言いましたとおり、

まずは移転先を確保する必要がありますので、良福

寺の付近の農地の宅地造成から始めることになると

思います。そうしますと、今、福田議員がおっしゃ

っているのは、恐らく手戻りになるようなことする

なよと、したらいかんよという思いからだと思うん

ですが、そういった点から考えますと、着手してか

らでもなお相当かかると。数年ですね。ということ

で、あそこの道路を活用することは当面続くんじゃ

ないかという思いで地域の皆さんもおっしゃったと

思いますが、そういう考え方から、今回この舗装や

側溝の工事を実施しようと予算をお願いしているも

のであります。 

 なお、今回のこの予算の中には、野元墓地等の取

りつけ道路等は計画しておりません。だから、要す

るに、今のままがかなり続きそうですよね、何年も

まだ。だったらその間、地域住民の皆さんの利便性

の向上のために、やっぱり工事をやるべきじゃない

かということで予算をお願いしたところです。 

○17番（福田清宏君） あんまり長くなると、重要

河川のオコン川の河川改修事業のときに土地を動か

しているんですよね。そういう地権者の皆さん方も

御老体になられましてね。だから、公文書の中に、

野元地区の区画整理事業の一環としてこの工事はや

るんだという、きちんとしたのがあるんですね。そ

れについては、覚書まであるわけで、区画整理が遅

れれば遅れるほど、このことも遅れていくと。だか

ら、ちょっとほかの地区とは違った状況もひとつ付

属しているということにも思いをはせながら、策定

作業を急いでほしいと、早急に策定作業を急いでほ

しいと、こういうふうに思うんですけれどもね。そ

ういう思いを伝えながら、この項は終わりたいと思

います。 

 四つ目は、学校規模適正化等検討委員会の提言書

についてであります。いちき串木野市立小中学校規

模適正化検討委員会の提言書の公表について伺いま

す。 

 広報に一部掲載されたり、市政報告会で一部お話

されたりといったことがあったようなんですが、ど

うしてこの提言書を公表しないと決められたのか、

その決めた機関はどこなのか、どういう理由なのか

というのを少し説明していただけませんか。 

○教育長（有村 孝君） １月にいただきました学

校規模適正化検討委員会の答申の公表のあり方でご

ざいますけれども、適正化検討委員会から本年１月

27日に提言書をいただいたところでございます。提

言の概要につきましては、議会での一般質問にお答

えする形で、そして去る７月から８月にかけまして

開催いたしました市政報告会の中でもお知らせをし

てきたところでございます。提言を受けまして、私

ども教育委員会、２月20日の開催の定例教育委員会

に報告議案として提出をいたしまして、協議をいた

だいておりますが、提言内容を真摯に受けとめて、

教育委員会で適正規模、適正配置についての計画案

を策定していかなければならない旨の、また、統合

は避けて通れないだろうといったような意見等があ

ったものの、提言書そのものを公表するとか公表し

ないといったような議論はなされていないところで

ございます。 
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○17番（福田清宏君） であれば公表されたらどう

なんですか。この学校規模適正化検討委員会を組織

して、さまざまな観点から検討をお願いするという

のは、教育委員会さんがそうされたんですよね。そ

の結果、２年の期間を経て提言書が出てきたんです

よね。それに何でふたをするんですか。だから、前

回の議会で同僚議員の質問にお答えになっている一

部の流れからすると、不要な混乱を生じかねないと

か、いろいろなことが理由になっている節の答弁が

ありますけど、それは注釈をつければいいじゃない

ですか、教育委員会で。どうですか。そしてやはり、

広く市民の皆さんとも、議会とも一緒になって。ど

うせ避けて通れんとですから、どんな形になろうと

も。その中で、どの道が一番本市に合っているのか

ということを探っていくためにも、模索していくた

めにも、それは必要じゃないのかなと。 

 そして、御心配である、教育委員会が心配されて

いるということですよね。このまま外部に出すと、

うわさが先行して、その結果地域に不要な混乱が生

じかねないと。慎重な取り扱いをしてほしい。どこ

の提言かと思っていましたが、教育委員会の提言な

んですね、教育長に対して。それから、段階的に地

域に出向いて、今後丁寧な説明会を開催していく必

要があるのではないかというような提言もございま

したと。誰が回るの。教育委員ですか。教育委員が

回るの。だから、せっかく適正化検討委員会の皆さ

ん方が２年かけて提言書をつくってくださったんだ

から、市民にも議会にも公表をして、ともに検討し

ていきましょうやと。能動的に教育委員会が動かな

いといけないと思います。 

 この前のときも、前教育長のときに言いましたが、

土川小学校の廃校については、保護者から教育委員

会に申し入れがあったというんですよ。学校の生徒

数の流れとか、世帯数の流れというのは全部わかっ

ているでしょう、教育委員会は。だから、私もその

ときも言いましたけどね、こういうのは教育委員会

みずからが先頭に立って先導してくれなきゃいけな

いと私は思うんですが、新しく教育長に就任されま

した有村教育長、その辺につきましてはいかがです

か。一緒にやりましょうよ、どうですか。 

○教育長（有村 孝君） いちき串木野市も小規模

校の学校統廃合を防ごうということで、特認校制度

を充実させて、本年度から、実質来年度からですけ

れども、川上小学校のほうにも、市外の学校のどこ

からでも、通学希望があればできるようになると。

それと並行してこの提言がなされたわけでございま

す。そしてまた、６月議会の少し前でしたか、文科

省が、この秋、58年ぶりに見直すと言われています

学校の適正規模、基準、これ等も勘案しながら、今

後避けて通れない学校統廃合につきましては、私ど

もの教育委員会のほうで、もちろん積極的にその計

画案等といいましょうか、案を策定しまして、そし

てまた広く地区説明会等を開催いたしまして、さら

にまた市長部局の関係各課の協力も得ながら、適正

計画を決定してといいましょうか、作成していきた

いと考えております。もちろん、そういうのを進め

ていくのは、保護者の要望とか地域の要望もござい

ますけれども、その以前に、やっぱり先頭に立って

企画立案していくのは、私ども教育委員会、行政で

ございますので、少しでも子供たちの、昨日も申し

上げましたけれども、どんな小規模校でも同じよう

なレベルの教育が受けられる教育環境を整備してい

くと、これが私どもの教育行政に課せられた大きな

義務でございます。また責任でもございますので、

市長部局等とも話し合いながら、積極的に進めてま

いりたいと思います。 

 ただ、今秋の国の動向等も見ながら、今後、企画

立案をしていこうと。期日はいつからということは

申し上げられませんけれども、今後はそういうふう

に進めていきたいと考えております。 

○17番（福田清宏君） その58年ぶりが非常にここ

のところ泳いでいるんですがね、文科省の改正とい

うことで。それは横目に見ながら、せっかくこうし

て提言してくださったんだから、本市の姿はどうあ

るべきかというのはもう進めていいんじゃないです

か、教育委員会の中も。質問の中に、協議、推進し

ている事案がありますかというのを用意しているん

ですよ。だけど、これを言うても、ちょっと答えは

出てこんですね。この58年ぶりの改正を待っていて

動くという話であれば、恐らく出てこんですよ、答
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えは。私は、そうじゃなくて、せっかく提言された

んだから、内容は知りませんよ、ただこの広報にち

ょこっと出てるこのくらいしか私たちは知りません

よ。だけど、こんなもんじゃないと思うんですよね。

これは一つの枠ですから。 

 この特認校制度だって最初から疑問に思ってずっ

と最初から関わりを持っていますけれども、いずれ

これはなくなるんですよ。特認校生を出している学

校がもうたまらんことなりますよ。だから、私は特

認校制の話が出たときに、一番喜んだのは、一つの

学校になじまない子供がおったときに、親子一緒に

住所を移さないと、学校区を移さないと別の学校に

行けないというのが、この特認校制度ができる前の

話だったんですよ。特認校制度ができたら、それは

要らないんですよね。そのまま行けるんですよ、住

所を移さなくても。その点では、特認校制度という

のはありがたいことだと。そしてまた、きのうもち

ょっと話が出ましたが、親が送り迎えをするという

ことが第一番目の条件にあったんですから。それで

議会が汲々12月議会に通っていったという流れがあ

るわけですので。だから、一生懸命特認校制度でや

っている学校さんにはちょっと恐縮な私の言葉かも

しれませんが、私はいずれそういうふうになると思

っていますし、それより先に学校をどうするのとい

うのが先に来るんじゃないですかね。市長は一人で

もおるうちはというお話をされるんだけど、それは

市長の思いとして尊重せなんいかんと思います。だ

けど、やっぱりここにありますように、15から20人

程度の子供とか、中学校では二、三学級以上のとか

ということになりませんとね。中学生の子供たちが

言っているんですよ、学校に行っても部活がないと。

部活がない学校生活なんちゅうのはという話もいっ

ぱい出てきますね。だから、中学校の子供さんでも

そんなことを思っているんですから。だから、やは

り、どこでどういうふうな公表をされるのかなとい

うことを今後は見ていきたいと思うんですが。せっ

かくのことですからね。そんなふうに思うんですが、

いかがですかね。 

○教育長（有村 孝君） 適正化検討委員会からい

ただきました提言については、この後、議員さん方

とかに公表することはやぶさかではございませんの

で、公表はしていきたいと思っております。提言に

ついてはですね。 

 なお、先ほど議員からもございましたように、繰

り返しになると思いますけれども、本年秋に伝えら

れております国の小中学校設置基準見直しの情報等

も勘案しながら、あるいは生徒の児童数、生徒数の

推移、平成30年まで今計算をしておりますけれども、

そこあたりの、昨日でしたかね、新入学生の数も申

し上げましたが、そういうことも勘案しながら、教

育委員会内に検討委員会を立ち上げて、教育委員会

としての、仮称ですけれども、学校適正化計画案を

立案していこうとは考えております。また、その立

案の過程では、必要に応じて市長部局の関係各課の

御協力を得ながら進めていきたいと考えているとこ

ろです。そして、その計画案を持って、保護者はも

ちろんですけれども、広く市民の皆様の御理解をい

ただくための説明会等を、いろんなやり方があると

思うんですが、そういうのを開催していくことにな

ろうかと考えております。そういう過程を経まして、

最終的には、私ども、学校適正化計画書となるもの

を委員会として決定をして、また、議会の皆様方と

一緒に審議しながら進めていきたいと考えておるわ

けでございます。 

 以上でございます。 

○17番（福田清宏君） いずれにしても一緒にやら

なんいかんでしょ。市民も議会もね。どうせいけん

かせないかんとですから。どういう形になる、なら

んは別としても。とにかく適正化に持っていかざる

を得ない流れというのはあるわけですので、ともに

そういう方向の議論をしていく場が与えられること

を望んでおりますが、どうかそういうことでよろし

く御検討を期待いたします。 

 次に入ります。五つ目はＪＲの電車、車両につい

てでありますが、通勤通学時間帯に運行されている

窓際に座席のある電車ですね。この車両について、

ＪＲと協議したことがありませんか伺いますと通告

したんですが、もう先までいきますね、時間の都合

もありますから。 

 とにかく上下線とも、はねてはねて、昔のＤ51の
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汽車よりもまだひどいです。車両が悪いのか、軌道

敷が悪いのか、よくわかりません。だけど、通勤通

学の時間帯にあんなにばんばんばんばんしている電

車が走っていれば、通勤通学の皆さん方は口にはし

ないんでしょうけれども、ちょっと違うんじゃない

かなという思いがしましたので、今回こういうこと

で通告しました。一度乗ってもらえれば、もう私が

質問する必要はないんですけれども、そのくらいで

すので、どうかひとつそういう意味では、何かの対

応がとれるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） このＪＲ電車の車両につい

てでありますが、本市は、福田議員さんが議長の時

代からも含めて、鉄道関係にはさまざまな要望を行

ってまいりました。通勤通学時間帯に運行されてい

る電車の揺れの原因ですけど、車両が古いことなど

が大きな要因のようです。ＪＲとしても、車両の更

新等に努めておられるとのことでありますが、やは

り費用等の面からなかなか進んでないということで

あります。 

 私も実際に乗りました。それはそれは座っておれ

ないですよね。座っておれません。高校生が勉強ど

ころではないですよ。もうこんなですね。びっくり

しました。こんなのがあるのかなと。同じ車両次第

でそうあるわけですね。ほかに、進行方向に向かっ

て平行である座席はそんなに揺れません。びっくり

しました。だから、これは本当に、確かにひどいで

す。 

 したがいまして、利用者の、こういう御時世です

から、快適性という意味からも、高校生の諸君にで

すね、高校だけではない、通勤の皆さんもですけれ

ども、快適な通勤通学は、電車の期間というのは自

分を伸ばす期間でもありますからね。そういった意

味で、鹿児島鉄道整備推進協議会を通して、または

直接ＪＲ九州に参りまして、乗り心地の改善につい

ては要望していきたいと考えております。確かにひ

どいです。乗ってみました。 

○17番（福田清宏君） 乗ってみた人でないと語れ

ない、そういう状況にあるようですが、記念館が羽

島にできたり、それから柳原白蓮さんのことをテレ

ビでやって、碑を訪れる人があったり、電車で来る

人があるんですよね。やっぱり大変だと言っていま

す。そしてまた、おりたところが何の案内もないん

ですよ。バスの案内もなければ、場所の案内もない。

大きな看板はあるんだけど、そこまでうたってない。

土地に合わせた案内がないんですね。 

 そういうのもありますけれども、とにかく、そう

して本市を訪れてくださる人たちのためにも、通勤

通学の皆さんにあわせて、改善方を強く要望してい

ただきたいと思うことであります。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会いたし

ます。お疲れさまでした。 

 

         散会 午後２時54分 

 

 


